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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　少なくとも第１の成分及び第２の成分を含む多成分繊維であって、前記第１の成分の少
なくとも一部は不透明かつ微多孔性であり、前記第１の成分は、不透明かつ微多孔性の前
記部分よりも多孔率が低いシースルー領域を更に含み、前記第２の成分は前記第１の成分
とは異なる、多成分繊維。
【請求項２】
　前記第１の成分又は前記繊維はβ核剤を含む、請求項１に記載の多成分繊維又は繊維。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　（関連出願の相互参照）
　本出願は、２０１４年４月１０日に出願された米国特許出願第６１／９７８，１１９号
の優先権を主張するものであり、該出願の開示内容は参照によりその全体が本明細書に組
み込まれる。
【背景技術】
【０００２】
　ポリマー繊維は、医療品及び衛生用品、カーペット及び床の外被、衣服及び家庭用織物
、フィルタリング媒体、アグロテキスタイル及びジオテキスタイル、自動車の内部、寝袋
用の充填材、掛け布団、枕、及びクッション、クリーニングワイプ、研磨物品、並びにそ
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の他多数のものなど、多種多様な製品に有用である。
【０００３】
　フィルタに使用するための、β核剤を含み多孔質構造を有するポリプロピレン繊維が、
２００９年４月２３日に公開された独国特許第１０２００７０５００４７号に開示されて
いる。
【０００４】
　種々の多成分繊維が知られている。例としては、低融点の繊維、又は軟化シースが高融
点の芯を被覆する繊維が挙げられる。多成分構造は、例えば繊維結合に有用であり得、そ
の場合シースは、例えば溶融したとき又は軟化したときに、個々の繊維を一緒に結合する
結合媒体として機能する。
【０００５】
　他の技術では、種々の印刷領域及び／又は着色領域を含む多種多様の個人用衛生物品（
例えば、おむつ、成人用失禁製品、及び生理用ナプキンのような吸収性物品）が市販され
ている。このような物品上の印刷又は着色は、消費者にとって魅力的であり、消費者が種
々のブランドを区別するために有用である可能性がある。吸収性物品の一部の製造業者は
、自らのブランドの署名である多色グラフィックスで印刷する。その他の製造業者は、物
品上で単色印刷を使用することがある。差別化された製品を提供する印刷アプローチは、
通常、インク、着色接着剤、又は加熱若しくは加圧により活性化される化学着色剤を使用
し、これらの各々は、消費者に転嫁されるコストを製品に加える。パターン又は色付きの
吸収物品のいくつかの最近の例としては、米国特許第８，３２４，４４４号（Ｈａｎｓｓ
ｏｎら）、並びに、米国特許出願公開第２０１１／０２６４０６４号（Ａｒｏｒａら）及
び同第２０１２／０２４２００９号（Ｍｕｌｌａｎｅら）に記載された物品が挙げられる
。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００６】
【特許文献１】独国特許第１０２００７０５００４７号明細書
【特許文献２】米国特許第８，３２４，４４４号明細書
【特許文献３】米国特許出願公開第２０１１／０２６４０６４号
【特許文献４】米国特許出願公開第２０１２／０２４２００９号
【発明の概要】
【課題を解決するための手段】
【０００７】
　本開示は、通常少なくとも部分的に微多孔性である繊維及びこの繊維を含む繊維ウェブ
を提供する。繊維ウェブは、通常、繊維の一部が不透明かつ微多孔性である第１の領域と
、繊維の一部が、多孔率が低いシースルー領域を少なくとも１つ形成する第２の領域とを
有する。多孔率が低いシースルー領域は、通常、所定の（換言すれば、設計された）形状
を有する。有利な点として、シースルー領域は、使用者にとって審美的に心地良くなるよ
うに選択され得る多種多様のパターン、数字、絵、記号、英字、バーコード、又はこれら
の組み合わせの形をしている可能性がある。シースルー領域は、消費者によって容易に識
別され得る社名、ブランド名、又はロゴの形をしている可能性もある。これらの繊維ウェ
ブを含む個人用衛生物品も記載している。個人用衛生物品は、特定の製品の要件に応じて
容易にカスタマイズされ得る。シースルー領域は、インク又はその他の高価な着色化学薬
品を使わずに視覚画像を提供する。
【０００８】
　１つの態様では、本開示は、少なくとも第１の成分及び第２の成分を有する多成分繊維
を提供する。第１の成分の少なくとも一部は、不透明かつ微多孔性であり、第２の成分は
第１の成分とは異なる。
【０００９】
　別の態様では、本開示は、少なくとも第１の成分及び第２の成分を有する多成分繊維を
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提供する。第２の成分の少なくとも一部は、第１の成分の少なくとも一部を介して見るこ
とができる。いくつかの実施形態では、第１の成分は、ポリプロピレン及びβ核剤を含む
。
【００１０】
　別の態様では、本開示は、不透明かつ微多孔性の領域と、多孔率が低いシースルー領域
とを有する繊維を提供する。
【００１１】
　別の態様では、本開示は、前述の態様のいずれか１つに記載の複数の繊維を含む繊維ウ
ェブを提供する。
【００１２】
　別の態様では、本開示は、複数の繊維の繊維ウェブを提供する。繊維ウェブは、複数の
繊維の第１の部分が不透明かつ微多孔性である少なくとも１つの第１の領域と、複数の繊
維の第２の部分が、第１の部分よりも多孔率が低いシースルー領域を形成する少なくとも
１つの第２の領域とを有する。繊維ウェブは、例えば、第１の層及び第２の層を含む積層
体の第１の層であってよく、第２の層の一部は、複数の繊維の第２の部分を介して見えて
いる。
【００１３】
　別の態様では、本開示は、トップシート、バックシート、トップシートとバックシート
との間にある吸収性成分、及び前述した態様のいずれか１つに記載の繊維ウェブを含むシ
ャーシを有する個人用衛生物品を提供する。
【００１４】
　別の態様では、本開示は、トップシート、バックシート、トップシートとバックシート
との間にある吸収性成分を含むシャーシを備える個人用衛生物品を提供する。個人用衛生
物品は、繊維の少なくとも一部が不透明かつ微多孔性である繊維を含む。
【００１５】
　別の態様では、本開示は、前述の多成分繊維を作製する方法を提供する。本方法は、第
１の成分及び第２の成分を有する多成分繊維を紡糸することを含む。第１の成分は、β核
剤、希釈剤、又は造孔剤のうちの少なくとも１つを含む。第２の成分は、第１の成分とは
異なる。本方法は、繊維を延伸して少なくとも第１の成分に多孔性をもたらすことを更に
含む。
【００１６】
　別の態様では、本開示は、前述の繊維を作製する方法を提供する。本方法は、少なくと
も一部が微多孔性である繊維を提供することと、繊維中の少なくともいくつかの孔を潰し
て少なくとも１つのシースルー領域を形成することとを含む。
【００１７】
　別の態様では、本開示は、前述の繊維ウェブを作製する方法を提供する。本方法は、少
なくとも一部が微多孔性である繊維ウェブを提供することと、繊維ウェブ内の少なくとも
いくつかの孔を潰して少なくとも１つのシースルー領域を形成することとを含む。繊維ウ
ェブは、複数の繊維の第１の部分が不透明かつ微多孔性である少なくとも１つの第１の領
域と、複数の繊維の第２の部分が、第１の部分よりも多孔率が低いシースルー領域を形成
する少なくとも１つの第２の領域とを有する。
【００１８】
　別の態様では、本開示は、個人用衛生物品の作製方法を提供する。本方法は、前述した
繊維ウェブを個人用衛生物品の中に組み込むことを含む。
【００１９】
　本明細書において、「ａ」、「ａｎ」及び「ｔｈｅ」などの用語は、単数形を意味する
のみでなく、その特定の例を例示のために使用してよい一般的な一群を含むことを意図す
る。用語「ａ」、「ａｎ」、及び「ｔｈｅ」は、用語「少なくとも１つの」と互換的に使
用される。列挙部が後に続く、「～のうちの少なくとも１つ」及び「～のうちの少なくと
も１つを含む」という表現は、列挙部内の項目のいずれか１つ、及び、列挙部内の２つ以
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上の品目の任意の組み合わせを指す。全ての数値範囲は、特に明記しない限り、その端点
と、両端点間の非整数値を含む。
【００２０】
　本開示で使用される用語「第１の」及び「第２の」は、それらの相対的な意味合いにお
けるものにすぎない。特に指示がない限りそれらの用語は１つ以上の実施形態の説明にお
ける便宜上でのみ使用されていることが理解されるであろう。
【００２１】
　用語「微多孔性」は、平均寸法（場合によっては、直径）が最大で１０マイクロメート
ルである複数の孔を有することを指す。複数の孔のうち少なくとも一部は、およそ可視光
の波長又はこれ以上の寸法を有するべきである。例えば、孔のうち少なくとも一部は、少
なくとも４００ナノメートルの寸法（場合によっては、直径）を有するべきである。孔径
は、ＡＳＴＭ　Ｆ－３１６－８０に従って泡立ち点を測定することにより求められる。細
孔は、オープンセル細孔でもクローズドセル細孔でもよい。いくつかの実施形態では、細
孔は、クローズドセル細孔である。
【００２２】
　微多孔性領域を有する繊維とは、その領域内の繊維のポリマー中に孔を有することと理
解されたい。このような多孔性は、繊維ウェブの複数の繊維の隙間を指すのではない。
【００２３】
　用語「シースルー」は、透明である（即ち、光の通過を許し、向こう側にある物体の明
瞭な視界を可能にさせる）こと、又は、半透明である（即ち、光の通過を許し、向こう側
にある物体の明瞭な視界を可能にさせない）ことのいずれかを指す。シースルー領域は、
着色されていても無色でもよい。シースルー領域は、十分に広いので肉眼によって見るこ
とができることが理解されるべきである。
【００２４】
　「多成分」とは、個別のポリマー成分の２つ以上、個別のポリマー成分ブレンドの２つ
以上、又は少なくとも１つの個別のポリマー成分及び少なくとも１つの個別のポリマー成
分ブレンドを含む断面を有する繊維を指す。「多成分繊維」としては、「二成分繊維」が
挙げられるがこれに限定されない。多成分繊維は、断面全体が任意の形状又は配列である
異なる成分のサブセクションに分割されていてよく、それには、例えば、同軸のサブセク
ション、同心のコアとシースとのサブセクション、偏心のコアとシースとのサブセクショ
ン、サイドバイサイドのサブセクション、点在したサブセクション、分割円のサブセクシ
ョンなどが挙げられる。
【００２５】
　「シース」とは、実質的に１つ又は複数のコアを包囲していると理解される。いくつか
の実施形態では、シースは、１つ又は複数のコアの外表面の少なくとも約７５、８０、８
５、９０、９５、９７、又は９９パーセントに広がっていてよい。シースは、１つ又は複
数のコアを完全に包囲していてもよい。
【００２６】
　繊維ウェブを指す場合の「不織」という用語は、絡み合わされているが、編織物でのよ
うに特定可能な方式では絡み合っていない個々の繊維又は糸の構造を有することを意味す
る。不織布又は不織布ウェブは、メルトブローンプロセス、スパンボンドプロセス、スパ
ンレースプロセス、及び固着カードウェブプロセス等の種々のプロセスから形成すること
ができる。
【００２７】
　本開示の上記の概要は、開示される実施形態のそれぞれ、又は本開示の全ての実現形態
を説明することを目的としたものではない。以下の説明は、例示的実施形態をより詳細に
例証する。したがって、図面及び以下の説明は、単に例示目的であって、本開示の範囲を
不当に制限するように解釈されるべきではないことを理解するべきである。
【００２８】
　本開示の種々の実施形態についての以下の詳細な説明を添付の図面と共に考察すること



(5) JP 6789818 B2 2020.11.25

10

20

30

40

50

で、本開示はより完全に理解され得る。
【図面の簡単な説明】
【００２９】
【図１ａ】本開示による多成分繊維の実施形態の斜視図である。
【図１ｂ】多成分繊維である本開示による繊維の別の実施形態の斜視図である。
【図１ｃ】本開示による多成分繊維の別の実施形態の斜視図である。
【図２ａ】本明細書に記載する繊維の４種の実施形態の概略断面図である。
【図２ｂ】本明細書に記載する繊維の４種の実施形態の概略断面図である。
【図２ｃ】本明細書に記載する繊維の４種の実施形態の概略断面図である。
【図２ｄ】本明細書に記載する繊維の４種の実施形態の概略断面図である。
【図３】多成分繊維ではない本開示による繊維の別の実施形態の斜視図である。
【図４】本開示による多成分繊維の別の実施形態の斜視図である。
【図５】本開示による繊維ウェブの実施形態の斜視図である。
【図６】本開示による繊維ウェブが層である積層体の実施形態の斜視図である。
【図７】本開示による個人用衛生物品の実施形態の斜視図である。
【図７ａ】図７の線７ａ－７ａに沿って得られた分解側面断面図の実施形態である。
【図７ｂ】図７の示された領域の拡大図である。
【図８】本開示による個人用衛生物品の別の実施形態の斜視図である。
【図８ａ】図８の示された領域の拡大図である。
【図８ｂ】包み込まれ、廃棄する準備ができている図８に示された個人用衛生物品の斜視
図である。
【発明を実施するための形態】
【００３０】
　本開示による繊維の実施形態を図１ａに示す。繊維１ａは、全体的に筒形状であり、第
１の成分としてのシース４ａ、及び第２の成分としてのコア６を有する多成分繊維である
。本開示による繊維において、第１の成分及び第２の成分は、通常、それぞれ第１のポリ
マー組成物及び第２のポリマー組成物を含み、第１のポリマー組成物と第２のポリマー組
成物は異なる。繊維１ａにおいて、シース４ａは、不透明かつ微多孔性であり、コア６は
、微多孔性ではなく異なる色を有する、シース４ａとは異なる組成物を有する。図１ａの
斜視図では、シース４ａ及びコア６が両方とも繊維の端部に示されているが、他の視野角
からは、コア６及びその色は不透明なシース４ａに隠れている。
【００３１】
　本開示による繊維の別の実施形態を図１ｂに示す。図１ｂは、微多孔性構造が繊維１ａ
のシースの一部で崩壊したときに例えば何が起こるかを示している。繊維１ｂでは、シー
ス４ｂの一部が不透明かつ微多孔性の領域７になっているが、シース４ｂは、多孔率が低
いシースルー領域９も有している。シースルー領域９では、コア６及びその色は、シース
４ｂを通して見えているが、微多孔性領域７の不透明性は、依然としてコア６を隠してい
る。そのため、繊維１ｂは、少なくとも第１の成分及び第２の成分（それぞれシース４ｂ
及びコア６）を含む多成分繊維の実施形態であり、第２の成分（コア６）の少なくとも一
部は、第１の成分（シース４ｂ）の少なくとも一部、及び、不透明かつ微多孔性の領域７
と多孔率が低いシースルー領域９とを含む繊維の実施形態を介して見ることができる。
【００３２】
　本開示による繊維の別の実施形態を図１ｃに示す。図１ｃは、微多孔性構造が繊維１ｂ
のシースの全部分に沿って潰れたときに例えば何が起こるかを示している。繊維１ｃでは
、コア６の少なくとも一部（図示したようなコア６全体）が、シース４ｃの少なくとも一
部（図示したようなシース４ｃ全体）を介して見ることができる。
【００３３】
　本開示による繊維が多成分繊維である場合、成分は多様な構成で配置され得る。構成の
例を図２ａ～２ｄに示している。コア－シースの構成は、図２ｂ又は２ｃに示したように
、例えば繊維の外表面が通常は単一の組成物から作製されるという理由から、有用であり
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得る。複数のシースを有するコア－シース構造は、本開示の範囲内である。他の構成は、
例えば、図２ａ及び２ｄに示したように、対象用途によって選択され得る選択肢を提供す
る。分割されたパイウェッジ（例えば、図２ａを参照）の構成及び層状（例えば、図２ｄ
を参照）の構成では通常、外表面は２つ以上の組成物から作製される。
【００３４】
　図２ａを参照すると、パイウェッジ繊維１０は、円形断面「１０ｄ」を有する。第２の
成分は領域１６ａ及び１６ｂに位置し、第１の成分は領域１４ａ及び１４ｂに位置してい
る。繊維（１８ａ及び１８ｂ）内の他の領域は、第３の成分（例えば、第３の異なるポリ
マー組成物）を含んでもよいし、或いはそれぞれ第１の成分又は第２の成分と同じ第１の
ポリマー組成物又は第２のポリマー組成物を含んでもよい。
【００３５】
　図２ｂでは、繊維２０は、円形断面２０ｄ、第１の成分を提供するシース２４、及び第
２の成分を提供するコア２６を有し、該繊維は前述した繊維１ａ、１ｂ、及び１ｃと同様
である。図２ｃは、円形断面３０ｄと、第１の成分を提供するシース３４及び第２の成分
を提供する複数のコア３６を備えるコア－シース構造とを有する繊維３０を示す。
【００３６】
　図２ｄは、５つの層状領域４４ａ、４４ｂ、４４ｃ、４４ｄ、４４ｅを備える円形断面
４０ｄを有する繊維４０を示し、これらの層状領域は、少なくとも第１の成分と第２の成
分とを交互に提供する。必要に応じて、第３の別のポリマー組成物が、層の少なくとも１
つに含まれてもよい。
【００３７】
　本開示による繊維の別の実施形態を図３に示している。繊維５０は、不透明かつ微多孔
性の領域５７及び多孔率が低いシースルー領域５９を備えている。領域５９の微多孔が以
下のいずれかの方法によって潰れた場合、一般に繊維構造は、繊維５０に示したようにそ
の領域で崩壊する。図３に示されている繊維は、単一のポリマー材料又はポリマーの単一
ブレンドで形成された単一成分の繊維であると考えてよい。本開示で有用な単一成分の繊
維は、中実でも中空でもよい。いくつかの実施形態では、本開示による繊維は中実である
。
【００３８】
　前述した繊維１ｂ及び５０には、多孔率が低いシースルー領域９、５９が１つのみ示さ
れているが、他の実施形態では、多孔率が低いシースルー領域のパターンが、例えば繊維
の長さに沿ってあってもよい。不透明かつ微多孔性の領域７、５７の内部には、必ずしも
繰り返しのパターンを形成してはいない多孔率が低いシースルー領域９、５９が２つ以上
あってもよい。例えば、不透明かつ微多孔性の領域７、５７と多孔率が低い領域９、５９
とは、繊維の長さに沿って交互に作製され得る。以下に記載する繊維ウェブの実施形態で
は、多孔率が低いシースルー領域に寄与している任意の個々の繊維の部分は、（例えばサ
イズ、形状及びパターンが）繊維ごとに異なっていてよい。いくつかの実施形態では、英
字の形をした複数のシースルー領域を、単語を形成するために一緒に使用することができ
る。多孔率が低いシースルー領域９、５９、又は、いくつかの実施形態では、多孔率が低
いシースルー領域のパターンは、数字、絵、記号、幾何学的形状、英字、バーコード、又
はこれらのいずれかの組み合わせの形をしている可能性がある。これらの数字、絵、記号
、幾何学的形状、英字、バーコード、又はこれらの組み合わせのうちいずれかは、会社名
、ロゴ、ブランド名、又はトレードマーク絵の一部でもよい。
【００３９】
　再度図３を参照すると、シースルー領域５９を見ている人は、そのシースルー領域を超
えて反対側にあるものが見えるだろうが、領域５７は不透明のままになる。シースルー領
域５９は、例えば繊維５０が繊維ウェブ内にあるときに有用になり得るが、これについて
は以下で更に詳細に考察する。
【００４０】
　本開示による繊維は、多様な断面形状を有していてよい。有用な繊維には、円形、プリ
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ズム状、円筒系、葉形、矩形、多角形、又はドッグボーンからなる群から選択される、少
なくとも１つの断面形状を有するものが挙げられる。繊維は中空であっても中空でなくて
もよく、それらは直線であっても起伏形状を有してもよい。断面形状における差は、活性
表面積、及び機械的特性の制御、並びに互いの又は他の成分との相互作用を可能にする。
いくつかの実施形態では、本開示による繊維は、円形の断面又は矩形の断面を有する。概
ね矩形の断面形状を有する繊維は、一般的にリボンとして既知である。いくつかの実施形
態では、本開示による繊維は、円形の断面又は楕円形の断面を有する。
【００４１】
　本開示による繊維の別の実施形態を図４に示している。図４は、概ね矩形の断面を有す
るリボン形状の繊維６０を示している。図示した実施形態では、第１の層及び第３の層６
４は第２の層６６の両側に第１の成分を提供し、第２の層は第２の成分を提供する。他の
実施形態では、第１の層６４及び第２の層６６のみであってよい。第１の層及び第３の層
６４は、図１ａに示したようなミクロボイド化により完全に不透明であってもよいし、或
いは、図１ｃに関して前述したように完全にシースルーであってもよいし、或いは、第１
又は第３の層６４の少なくとも一方にシースルー領域があってもよく、図１ｂに関して前
述したように、そこを通して第２の層６６及びその色が、第１又は第３の層６４の少なく
とも一方を通して見える。
【００４２】
　いくつかの実施形態では、本開示の多成分繊維は、コア－シースの構造を有する。この
ような構造は、微多孔性シースが実質的にコアを包囲するという利点を提供する。シース
とコアとが異なる色であるか、同じ色で異なる色合いである実施形態では、微多孔性領域
においてシースによってコアを閉じ込めると、微多孔性領域と少なくとも１つのシースル
ー領域との間のカラーコントラストをより際立たせることが可能になる。
【００４３】
　本開示による繊維（いくつかの実施形態では、多成分繊維）の長さ対幅のアスペクト比
は、例えば、少なくとも１０：１、２０：１、２５：１、５０：１、７５：１、１００：
１、１５０：１、２００：１、２５０：１、５００：１、１０００：１、又はこれ以上で
あってよい。繊維の断面が矩形又は楕円形である場合、長さ対幅のアスペクト比における
幅が最大の断面寸法と考えてよい。本開示による繊維（いくつかの実施形態では、多成分
繊維）の幅対厚みのアスペクト比は、例えば、最大１０：１、９：１、８：１、７：１、
５：１、４：１、３：１、２：１、１．５：１、１．３：１、又は１．１：１であってよ
い。いくつかの実施形態では、幅対厚みのアスペクト比は、例えば、１．５：１～１：１
、１．４：１～１：１、１．３：１～１：１、又は１．２：１～１：１であってよい。
【００４４】
　本開示による繊維（いくつかの実施形態では、多成分繊維）は、任意の所望の長さを有
していてよい。例えば、繊維は、少なくとも１ｍｍの長さを有していてよい。いくつかの
実施形態では、繊維は、連続していると考えられる。いくつかの実施形態では、本開示に
よる繊維は、最大で１００ｍｍ又は６０ｍｍの長さを有していてよく、いくつかの実施形
態では、２ｍｍ～６０ｍｍ、３ｍｍ～４０ｍｍ、２ｍｍ～３０ｍｍ、又は３ｍｍ～２０ｍ
ｍの範囲内であってよい。通常、本明細書に開示した多成分繊維は、最大で１０００（い
くつかの実施形態では、最大９００、７５０、５００、２５０、２００、１５０、１００
、９０、８０、７０、６０、５０、４０、又は３０）マイクロメートルの最大断面寸法を
有する。例えば、繊維は、平均直径が１マイクロメートル～７５０マイクロメートル、１
マイクロメートル～５００マイクロメートル、１マイクロメートル～２００マイクロメー
トル、又は１０マイクロメートル～１００マイクロメートルの範囲内である円形断面を有
していてもよい。別の例では、繊維は、平均幅（すなわち、長い方の断面寸法）が１マイ
クロメートル～７５０マイクロメートル、１マイクロメートル～５００マイクロメートル
、１マイクロメートル～２００マイクロメートル、又は１０マイクロメートル～１００マ
イクロメートルの範囲内である楕円形又は矩形の断面を有していてもよい。
【００４５】
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　本明細書に記載の繊維は概して、繊維の作製に関して当該技術分野で既知の技術を用い
て作製することができる。このような技術としては、繊維紡糸（例えば溶融紡糸）が挙げ
られる。溶融紡糸では、ポリマーが融点よりも高い温度で加熱され、紡績突起の孔を通っ
て空気中に押し出される。冷却されると繊維は紡績突起の下で凝固する。紡績突起を変更
すると、多成分（例えばバイコンポーネント）繊維になる。（例えば、米国特許第４，４
０６，８５０号（Ｈｉｌｌｓ）、同第５，４５８，９７２号（Ｈａｇｅｎ）、同第５，４
１１，６９３号（Ｗｕｓｔ）、同第５，６１８，４７９号（Ｌｉｊｔｅｎ）、及び同第５
，９８９，００４号（Ｃｏｏｋ）を参照のこと）。本開示による繊維は、フィルムのフィ
ブリル化によって作製することもでき、これによって断面が矩形の繊維を提供し得る。
【００４６】
　本開示による繊維に多孔性を取り入れるために様々な方法が有用である。いくつかの実
施形態では、前述し後述するいずれの実施形態の繊維及びその繊維を含む繊維ウェブ又は
物品のいずれの実施形態を含めて、繊維の多孔性は、β核形成から生じる。半結晶性ポリ
オレフィンは、２種以上の結晶構造を有することができる。例えば、アイソタクチックポ
リプロピレンは、α（単斜晶）、β（擬似六角晶）及びγ（三斜晶系）形態の少なくとも
３つの異なる形態に結晶化することが知られている。溶融結晶化材料において、優勢な形
態はα型、すなわち単斜晶型である。β型は一般に、特定の不均質核が存在するか又は結
晶化が温度勾配中若しくはせん断力の存在下に生じるのでなければ、ほんの数パーセント
の濃度で生じる。不均質核は、β核剤として一般に知られており、結晶性ポリマー溶融物
中で異物として働く。ポリマーがその結晶化温度（例えば、６０℃から１２０℃又は９０
℃から１２０℃の範囲にある温度）より下に冷えるとき、ゆるく巻かれたポリマー鎖は、
β核剤の周りで配向して、β相領域を形成する。β型のポリプロピレンはメタ安定形であ
るが、熱処理及び／又は応力を加えることによって更に安定なα型へ転換させることがで
きる。β型のポリプロピレンが特定の条件下で延伸されると、微小孔が様々な量で形成さ
れ得る。例えば、Ｃｈｕら著、「Ｍｉｃｒｏｖｏｉｄ　ｆｏｒｍａｔｉｏｎ　ｐｒｏｃｅ
ｓｓ　ｄｕｒｉｎｇ　ｔｈｅ　ｐｌａｓｔｉｃ　ｄｅｆｏｒｍａｔｉｏｎ　ｏｆ　β－ｆ
ｏｒｍ　ｐｏｌｙｐｒｏｐｙｌｅｎｅ」，Ｐｏｌｙｍｅｒ，Ｖｏｌ．３５，Ｎｏ．１６，
ｐｐ．３４４２～３４４８，１９９４、及びＣｈｕら著、「Ｃｒｙｓｔａｌ　ｔｒａｎｓ
ｆｏｒｍａｔｉｏｎ　ａｎｄ　ｍｉｃｒｏｐｏｒｅ　ｆｏｒｍａｔｉｏｎ　ｄｕｒｉｎｇ
　ｕｎｉａｘｉａｌ　ｄｒａｗｉｎｇ　ｏｆ　β－ｆｏｒｍ　ｐｏｌｙｐｒｏｐｙｌｅｎ
ｅ　ｆｉｌｍ」，Ｐｏｌｙｍｅｒ，Ｖｏｌ．３６，Ｎｏ．１３，ｐｐ．２５２３～２５３
０，１９９５を参照のこと。この方法の結果として得られた細孔径は、約０．０５マイク
ロメートルから約１マイクロメートルまで、いくつかの実施形態では、約０．１マイクロ
メートルから約０．５マイクロメートルまで変化する可能性がある。
【００４７】
　概して、繊維内の多孔率がβ核剤によって発生するとき、繊維は、半結晶ポリオレフィ
ンを含む。種々のポリオレフィンが有用であり得る。通常、半結晶性ポリオレフィンはポ
リプロピレンを含む。ポリプロピレンを含む半結晶性ポリオレフィンは、プロピレン繰り
返し単位を含有するポリプロピレンホモポリマー又はコポリマーであってよいと理解すべ
きである。コポリマーは、プロピレンと少なくとも１種の他のオレフィン（例えば、エチ
レン又は炭素原子数が４～１２又は４～８のαオレフィン）とのコポリマーであってよい
。エチレン、プロピレン及び／又はブチレンのコポリマーが有用であり得る。いくつかの
実施形態では、コポリマーは、ポリプロピレンを最大９０、８０、７０、６０、又は５０
重量％含有する。いくつかの実施形態では、コポリマーは、ポリプロピレン又はα－オレ
フィンのうち少なくとも一方を最大５０、４０、３０、２０、又は１０重量％含有する。
半結晶性ポリオレフィンはまた、ポリプロピレンを含む熱可塑性ポリマーのブレンドの一
部であってもよい。好適な熱可塑性ポリマーとしては、通常従来のプロセス条件において
溶融加工可能な結晶性ポリマーが挙げられる。即ち、加熱すると、ポリマーは通常軟化及
び／又は融解して、押出成形機などの従来の機器で加工してシートを形成することができ
るようになる。結晶性ポリマーは、その溶融物を制御された条件下で冷却すると、幾何学
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的に規則正しく秩序立って並べられた化学構造を自然に形成する。好適な結晶性熱可塑性
ポリマーの例としては、ポリオレフィンなどの付加重合体が挙げられる。有用なポリオレ
フィンとしては、エチレン（例えば、高密度ポリエチレン、低密度ポリエチレン、若しく
は直鎖低密度ポリエチレン）、α－オレフィン（例えば、１－ブテン、１－ヘキセン、若
しくは１－オクテン）のポリマー、スチレンポリマー、並びにこのようなオレフィン２種
以上のコポリマーが挙げられる。半結晶性ポリオレフィンは、このようなポリマーの立体
異性体混合物、例えば、アイソタクチックポリプロピレンとアタクチックポリプロピレン
との混合物、又はアイソタクチックポリスチレンとアタクチックポリスチレンとの混合物
を含んでいてよい。いくつかの実施形態では、半結晶性ポリオレフィンブレンドは、ポリ
プロピレンを最大９０、８０、７０、６０、又は５０重量％含有する。いくつかの実施形
態では、ブレンドは、ポリエチレン又はα－オレフィンのうち少なくとも一方を最大５０
、４０、３０、２０、又は１０重量％含有する。
【００４８】
　いくつかの実施形態では、本開示の繊維は、半結晶性ポリオレフィンを含み、かつ毎分
０．１～１０デシグラム、例えば毎分０．２５～２．５デシグラムの範囲のメルトフロー
レートを有する、ポリマー組成物から作製される。
【００４９】
　本開示による繊維内の多孔性がβ核剤から生じるとき、β核剤は、ポリオレフィンを含
む溶融形態シート中にβ型球晶を生成し得る無機又は有機核剤であってよい。有用なβ核
剤としては、ガンマキナクリドン、キニザリンスルホン酸のアルミニウム塩、ジヒドロキ
ナクリジン－ジオン及びキナクリジン－テトロン、トリフェネオールジトリアジン（trip
henenol ditriazine）、ケイ酸カルシウム、ジカルボン酸（例えば、スベリン酸、ピメリ
ン酸、オルト－フタル酸、イソフタル酸及びテレフタル酸）、これらのジカルボン酸のナ
トリウム塩、これらのジカルボン酸の周期表第ＩＩＡ族金属（例えば、カルシウム、マグ
ネシウム、又はバリウム）との塩、δキナクリドン、アジピン酸又はスベリン酸のジアミ
ド、種々のインジゴゾル及びシバンチン有機顔料、キナクリドンキノン、Ｎ’，Ｎ’－ジ
シクロヘキシル－２，６－ナフタレンジカルボキシアミド（例えばＮｅｗ　Ｊａｐａｎ　
Ｃｈｅｍｉｃａｌ　Ｃｏ．Ｌｔｄ．から「ＮＪ－Ｓｔａｒ　ＮＵ－１００」という商品名
で入手可能）、アントラキノンレッド及びビスアゾイエロー顔料が挙げられる。繊維の特
性は、β核剤の選択及びβ核剤の濃度によって決まる。いくつかの実施形態では、β核剤
は、γキナクリドン、スベリン酸カルシウム塩、ピメリン酸カルシウム塩、並びにポリカ
ルボン酸のカルシウム塩及びバリウム塩からなる群から選択される。いくつかの実施形態
では、β核剤はキナクリドン系着色剤Ｐｅｒｍａｎｅｎｔ　Ｒｅｄ　Ｅ３Ｂであって、こ
れはＱ染料とも呼ばれる。いくつかの実施形態では、β核剤は、有機ジカルボン酸（例え
ば、ピメリン酸、アゼライン酸、ｏ－フタル酸、テレフタル酸、及びイソフタル酸）とＩ
Ｉ族金属（例えば、マグネシウム、カルシウム、ストロンチウム及びバリウム）の酸化物
、水酸化物又は酸性塩（acid salt）とを混合することによって形成される。いわゆる２
成分開始剤としては、炭酸カルシウムと前に挙げた任意の有機ジカルボン酸との組み合わ
せ、及びステアリン酸カルシウムとピメリン酸との組み合わせが挙げられる。いくつかの
実施形態では、β核剤は、米国特許第７，４２３，０８８号（Ｍａｅｄｅｒら）に記載さ
れているような芳香族トリカルボキシアミドである。
【００５０】
　β核剤は、溶融状態からポリマーの結晶化を誘起し、そしてポリマー結晶化サイトの開
始を促進してポリマーの結晶化を加速するという、重要な機能を担っている。このため、
核剤は、ポリマーの結晶化温度にて固体であってもよい。核剤は、ポリマーの結晶化速度
を上げるので、その結果生じるポリマー粒子又は球晶のサイズは小さくなる。
【００５１】
　本開示による繊維を作製するのに有用な半結晶性ポリオレフィンにβ核剤を組み込む便
利な方法は、濃縮物を使う方法である。濃縮物は、通常、最終繊維で望まれるより高い濃
度で核剤を含有する、ペレット化した高充填ポリプロピレン樹脂である。核剤は濃縮物中
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に、０．０１重量％～２．０重量％（１００～２０，０００ｐｐｍ）の範囲で含まれてお
り、いくつかの実施形態では、０．０２重量％～１重量％（２００～１０，０００ｐｐｍ
）の範囲で含まれている。典型的な濃縮物は、微多孔性繊維又は微多孔性繊維の第１の成
分のポリオレフィン総含有量に対して０．５重量％～５０重量％の範囲（いくつかの実施
形態では、１重量％～１０重量％）の無核ポリオレフィンと混合される。最終的な微多孔
性の繊維又は成分中のβ核剤の濃度範囲は、０．０００１重量％～１重量％（１ｐｐｍ～
１０，０００ｐｐｍ）、いくつかの実施形態では、０．０００２重量％～０．１重量％（
２ｐｐｍ～１０００ｐｐｍ）であってよい。濃縮物はまた、安定化剤、顔料及び加工剤な
どの他の添加物を含有することも可能である。
【００５２】
　半結晶性ポリオレフィン中のβ型球晶の濃度は、例えばＸ線結晶構造解析及び示差走査
熱量測定法（ＤＳＣ）を用いて測定することができる。本明細書に開示した微多孔性繊維
又は繊維の第１の成分において、ＤＳＣにより、α相及びβ相の両方の融点及び融解熱を
測定することができる。半結晶性ポリプロピレンでは、β相の融点はα相の融点よりも低
い（例えば、約１０～１５℃の差）。全融解熱に対するβ相の融解熱の割合によって、サ
ンプル中のβ型球晶の割合が与えられる。β型球晶の濃度は、繊維又は繊維の成分中のα
相及びβ相の総量に基づいて少なくとも１０、２０、２５、３０、４０、又は５０％とす
ることができる。これらのβ型球晶の濃度は、延伸される前に繊維又は繊維の成分内で見
出すことができる。
【００５３】
　いくつかの実施形態では、前述し後述するいずれの実施形態の繊維及びその繊維を含む
繊維ウェブ又は物品のいずれの実施形態も含めて、本開示による繊維の微多孔性繊維又は
微多孔性の第１の成分は、熱誘起相分離（ＴＩＰＳ）法を用いて形成される。この繊維を
作製する方法には通常、結晶性ポリマーと希釈剤とを溶融ブレンドして溶融混合物を形成
することが含まれる。溶融混合物は、次に、繊維の形にされ、ポリマーが結晶化する温度
まで冷却され、相分離がポリマーと希釈剤との間で生じ、空隙を形成する。このようにし
て、結晶化ポリマーの凝集体及び希釈剤を含む繊維が形成される。中空繊維は、ある程度
の不透明度を有する。
【００５４】
　いくつかの実施形態では、結晶化ポリマーの形成に続いて、少なくとも一方向に繊維を
延伸させること、又は、希釈剤の少なくとも一部を除去することのうち少なくとも一方に
よって材料の多孔率が増大される。このステップは、相互連結された微多孔のネットワー
クをもたらす。このステップはまた、ポリマーを永続的に希釈して線維を形成し、強度及
び多孔性を繊維に加える。希釈剤は、延伸の前後いずれでも材料から除去することができ
る。いくつかの実施形態では、希釈剤は除去されない。この方法によって実現される細孔
径は、約０．２マイクロメートルから約５マイクロメートルまで変化する可能性がある。
【００５５】
　本開示による繊維又は繊維の成分がＴＩＰＳ過程を用いて微多孔性に作製される場合、
繊維又は繊維の第１の成分は、β核形成によって作製された繊維及び繊維成分に関して前
述した半結晶性ポリオレフィンのいずれかを含むことができる。更に、単独で又は組み合
わせて有用であり得る他の結晶性ポリマーとして、高密度及び低密度ポリエチレン、ポリ
（ビニリデンフルオライド）、ポリ（メチルペンテン）（例えば、ポリ（４－メチルペン
テン））、ポリ（乳酸）、ポリ（ヒドロキシブチレート）、ポリ（エチレン－クロロトリ
フルオロエチレン）、ポリ（ビニルフルオライド）、ポリビニルクロライド、ポリ（エチ
レンテレフタレート）、ポリ（ブチレンテレフタレート）、エチレン－ビニルアルコール
コポリマー、エチレン－ビニルアセテートコポリマー、ポリブチレン、ポリウレタン、ポ
リアミド（例えば、ナイロン－６又はナイロン－６６）が挙げられる。本開示による繊維
又は繊維の第１の成分を提供するための有用な希釈剤として、鉱油、ミネラルスピリット
、ジオクチルフタレート、液体パラフィン、パラフィンワックス、グリセリン、ワセリン
、ポリエチレンオキシド、ポリプロピレンオキシド、ポリテトラメチレンオキシド、ソフ
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トカーボワックス、及びこれらの組み合わせが挙げられる。希釈剤の量は、通常、ポリマ
ー及び希釈剤の総重量に基づいておよそ２０重量部から７０重量部まで、３０重量部から
７０重量部まで、又は５０重量部から６５重量部までの範囲にある。
【００５６】
　いくつかの実施形態では、前述し後述するいずれの実施形態の繊維及びその繊維を含む
繊維ウェブ又は物品のいずれの実施形態も含めて、本開示による微多孔性繊維又は微多孔
性の第１の成分は、粒子状造孔剤を用いて形成される。このような造孔剤は、ポリマーマ
トリックス材料と混合すること、又は、混和することがなく、繊維を形成して延伸する前
に、ポリマーコアマトリックス材料中に分散相を形成する。このようなポリマー基質が延
伸を受けるとき、間隙又は空洞が分布した分散相部分の周りに形成し、マトリックス及び
空洞の内部の光の散乱によって外観を不透明にする多数の空洞で満たされたマトリックス
を有する繊維を提供する。これらの実施形態では、本開示による繊維又は繊維の第１の成
分は、ＴＩＰＳフィルムに関して前述したいずれかのポリマーを含むことができる。微粒
子造孔剤は、無機でも有機でもよい。有機造孔剤は、概して、繊維マトリックス材料の融
点より高い融点を有する。有用な有機造孔剤として、ポリエステル（例えば、ポリブチレ
ンテレフタレート、又は、ナイロン－６のようなナイロン）、ポリカーボネート、アクリ
ル樹脂、及びエチレンノルボルネンコポリマーが挙げられる。有用な無機造孔剤として、
タルク、炭酸カルシウム、二酸化チタン、硫酸バリウム、ガラスビーズ、ガラスバブル（
即ち、中空ガラス球）、セラミックビーズ、セラミックバブル、及び金属微粒子が挙げら
れる。造孔剤の粒径は、粒子の重量で少なくとも大半が、例えば、約０．１ミクロンから
約５ミクロンまで、いくつかの実施形態では、約０．２マイクロメートルから約２マイク
ロメートルまでの全体平均粒径を含む程度である。（「全体」という用語は、３次元での
サイズを指し、「平均（mean）」という用語は、平均（average）である。）造孔剤は、
ポリマー及び造孔剤の総重量に基づいて、約２重量パーセントから約４０重量パーセント
まで、約４重量パーセントから約３０重量パーセントまで、又は約４重量パーセントから
約２０重量パーセントまでの量でポリマーマトリックス中に存在していてもよい。
【００５７】
　所望の用途に応じて、追加の原料が、本開示の実施形態のいずれかによる繊維又は繊維
の第１の成分に含まれていてもよい。例えば、界面活性剤、帯電防止剤、紫外線吸収剤、
酸化防止剤、有機又は無機着色剤、安定剤、難燃剤、香料、β核剤以外の核剤、及び、可
塑剤が含まれていてもよい。前述したβ核剤の多くには色が付いている。更に、着色剤は
、例えば、着色濃縮物又は着色マスターバッチの形で添加されることがある。
【００５８】
　前述の方法のいずれかによって作製された微多孔性繊維の場合、繊維は、通常、微多孔
性構造を形成又は補強するために延伸させられる。いくつかの実施形態では、延伸は、繊
維の長さ（「Ｌ」）を少なくとも１．２倍（いくつかの実施形態では、少なくとも１．５
倍、２倍、又は２．５倍）に増加させる。いくつかの実施形態では、延伸は、繊維の長さ
（「Ｌ」）を最大５倍（いくつかの実施形態では、最大２．５倍）まで増加させる。いく
つかの実施形態では、延伸は、繊維の長さ（「Ｌ」）を最大１０倍（いくつかの実施形態
では、最大２０倍以上）まで増加させる。繊維の延伸は、繊維をロールの上で徐々に速度
を上げながら推し進めるか（例えばコンベアベルト上で）、或いは以下の実施例に記載し
た方法を用いて実行できる。繊維の延伸は、例えば最大１５０℃までの高温で行ってもよ
い。繊維を加熱することで、繊維を延伸用に更に柔軟にすることが可能となる。加熱は、
例えば、赤外線照射、熱気処理によって、又は加熱チャンバ内で延伸を行うことによって
提供することができる。いくつかの実施形態では、繊維の延伸は、５０℃～１３０℃の範
囲の温度で実行される。いくつかの実施形態では、繊維の延伸は、室温で実行される。
【００５９】
　上記で考察したように、いくつかの実施形態では、本開示による繊維は、微多孔性フィ
ルムをフィブリル化することによって作製できる。前述した繊維中に多孔性をもたらすの
に有用な様々な添加剤（例えばβ核剤、希釈剤、及び充填材）は、フィルムに多孔性を形



(12) JP 6789818 B2 2020.11.25

10

20

30

40

50

成するのに有用である。フィルムは通常、微多孔性構造を形成又は強化するために延伸さ
れる。フィルムの延伸は、ウェブ上で二軸方向又は一軸方向に実行され得る。二軸延伸は
、フィルムの平面内の２つの異なる方向に延伸することを意味する。通常、常にではない
が、一方の方向は、機械方向、即ち、長手方向「Ｌ」であり、もう一方の異なる方向は、
横方向、即ち、幅方向「Ｗ」である。二軸延伸は、例えば、最初に、長手方向若しくは幅
方向のうち一方で、続いて、長手方向若しくは幅方向のうちのもう一方で、フィルムを延
伸することによって順次行われ得る。また、二軸延伸は、両方の方向に実質的に同時に行
うこともできる。一軸延伸は、フィルムの平面において一方向にのみ延伸することを指す
。通常、一軸的延伸は「Ｌ」又は「Ｗ」のうちの１つの方向に行われるが、それら以外の
方向の延伸も利用可能である。
【００６０】
　フィルムの延伸は、多様な方法で実行され得る。フィルムが不定長のウェブであるとき
、例えば、機械方向の一軸延伸は、速度を上げたローラ上でフィルム進めることによって
行うことができる。本明細書において使用される用語「機械方向」（ＭＤ）は、フィルム
の連続ウェブの走行している方向を意味する。フィルムの一軸延伸、連続二軸延伸、及び
同時二軸延伸を可能にする汎用的な延伸方法は、フラットフィルムテンター装置を用いる
。このような装置は、フィルムの対向する端部に沿って複数のクリップ、グリッパ、又は
他のフィルム端把持手段を使用して熱可塑性ウェブを把持し、分岐レールに沿って可変速
度で把持手段を推進させることによって、一軸延伸、連続二軸延伸、又は同時二軸延伸が
所望の方向に実現されるようにする。クリップ速度を機械方向に増加させると、一般に、
機械方向の延伸が生じる。分岐レール等の手段は、一般に、横断方向の延伸を生じる。本
明細書で使用されるとき、用語「横断方向」（ＣＤ）は、機械方向に本質的に垂直である
方向を意味する。一軸延伸及び二軸延伸は、例えば米国特許第７，８９７，０７８号（Ｐ
ｅｔｅｒｓｅｎら）及びそれに引用される参照文献に開示された方法及び装置によって達
成できる。フラットフィルムテンター延伸装置は、例えば、Ｂｒｕｃｋｎｅｒ　Ｍａｓｃ
ｈｉｎｅｎｂａｕ　ＧｍｂＨ，Ｓｉｅｇｓｄｏｒｆ，Ｇｅｒｍａｎｙから市販されている
。フィルムを延伸することは、通常、例えば最大１５０℃までの高温で行われる。フィル
ムを加熱すると、延伸のためにフィルムをより柔軟にし得る。加熱は、例えば、赤外線照
射、熱気処理によって、又は加熱チャンバ内で延伸を行うことによって提供することがで
きる。いくつかの実施形態では、フィルムの延伸は、５０℃～１３０℃の温度範囲で行わ
れる。
【００６１】
　延伸後、フィルムは、例えば切断するか流体ジェットを用いてフィブリル化してもよい
。
【００６２】
　本開示は、上記のいずれかの実施形態に記載したような複数の繊維を含む繊維ウェブも
提供する。繊維ウェブは、例えば、編布ウェブ、織布ウェブ、又は不織布ウェブであって
よい。いくつかの実施形態では、本開示による繊維ウェブ又は物品中で一緒に使用される
繊維の寸法、及び繊維を構成している成分は、一般にほぼ同じだが、組成及び／又は寸法
の著しく異なる繊維を使用することも有用であり得る。いくつかの用途では、ある態様で
ある群が所定の利点をもたらし、別の態様で他の群が所定の利点をもたらす場合、２つ以
上の異なる群の繊維又は多成分繊維（例えば、少なくとも１種の異なるポリマー若しくは
樹脂、１種以上の追加ポリマー、異なる平均長、又はそうでなければ識別可能な構成）を
使用することが望ましい場合がある。
【００６３】
　いくつかの実施形態では、繊維ウェブは不織布ウェブである。いくつかの実施形態では
、繊維ウェブは、スパンボンド、メルトブローン、又はスパンレース不織布である。「ス
パンボンド」という用語は、押し出されるフィラメントの直径を有する、複数の微細で、
通常は円形の紡糸口金のキャピラリーから、溶融した熱可塑性材料をフィラメントとして
押し出し、その後急激に繊維に変化させることにより形成される小径繊維を指す。次いで
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、繊維は、収集ベルト上にランダムに直接（例えば空気流を用いて）堆積される。スパン
ボンド繊維は一般に連続しており、一般的に約７マイクロメートルより大きく、より具体
的には約１０～約２０マイクロメートルの直径を有する。「メルトブローン」という用語
は、溶融熱可塑性材料を溶融糸又はフィラメントとして、複数の微細で通常は円形のダイ
キャピラリーを通して通常は高温の収束する高速ガス（例えば、空気）流中に押し出すこ
とにより形成される繊維を意味し、この収束高速ガス流は、溶融熱可塑性材料のフィラメ
ントを細らせて、それらの直径を低減し、それがマイクロファイバの直径となり得る。そ
の後、高速ガス流によって、メルトブローン繊維は移動され、収集面上に堆積し、無作為
に分散されたメルトブローン繊維のウェブを形成する。メルトブローン繊維は、一般に、
概ね１０マイクロメートル未満の直径を有する、連続的又は不連続であり得るマイクロフ
ァイバである。スパンレースは、高速水噴流を使用してウェブを打って、ウェブの繊維を
混ぜ合わす。スパンレースは、水流交絡としても知られており、例えば、カードウェブ及
びエアレイドウェブを使用して作製される、繊維ウェブ上で実施され得る。「コフォーム
」という用語は、少なくとも１つの他の材料（例えば、パルプ又は短繊維）がメルトブロ
ーン形成中に添加されるメルトブローン材料を意味する。
【００６４】
　不織繊維ウェブはまた、結合カードウェブから作製されてもよい。カードウェブは、分
離された短繊維から作製され、この繊維は、短繊維を機械方向に分離及び整列するコーミ
ング又はカーディングユニットを通して送られ、ほぼ機械方向に配向された繊維状不織布
ウェブを形成する。しかしながら、ランダマイザーを使用して、この機械方向の配向を低
減することができる。カードウェブが形成されたら、次に好適な引張特性を与えるために
、それはいくつかの結合方法の１つ以上によって結合される。１つの接合方法は、粉末接
合であって、粉末接着剤がウェブ全体に分配され、次いで通常はウェブ及び接着剤を熱風
で加熱することによって活性化される。別の結合方法は、加熱されたカレンダーロール又
は超音波結合機器を使用して繊維を共に結合するパターン結合であり、通常は局所的な結
合パターンであるが、所望する場合には、ウェブをその全表面に渡って結合することがで
きる。一般に、多くのウェブの繊維が共に結合されるほど、不織布ウェブの引張特性は大
きくなる。
【００６５】
　本開示による繊維ウェブは、所望する繊維ウェブの使用に応じて、坪量が多様であって
よい。本開示による不織繊維ウェブに適した坪量は、例えば、１平方メートル当たり２０
０グラム（ｇｓｍ）以下、７ｇｓｍ～７０ｇｓｍの範囲内、１０ｇｓｍ～５０ｇｓｍの範
囲内、又は１２ｇｓｍ～３０ｇｓｍの範囲内であってよい。
【００６６】
　図５は、本開示による繊維ウェブの実施形態を示している。繊維ウェブ１００は、例え
ば、図１ａに関して前述した複数の繊維１ａから作製しても。繊維ウェブ１００は、複数
の繊維の第１の部分が不透明かつ微多孔性である少なくとも１つの第１の領域１０７と、
複数の繊維の第２の部分が、第１の部分よりも多孔率が低いシースルー領域を形成する少
なくとも１つの第２の領域１０９とを含む。第２の領域１０９は、図示した実施形態では
英字の形になっている。しかしながら、前述のとおり、シースルー領域は、数字、絵、記
号、幾何学的形状、英字、バーコード、又はこれらのいずれかの組み合わせの形をしてい
る可能性がある。これらの数字、絵、記号、幾何学的形状、英字、又はこれらの組み合わ
せのうちいずれも、必要に応じて、会社名、ロゴ、ブランド名、又はトレードマーク絵の
一部でもよい。繊維ウェブ１００のいくつかの実施形態では、複数の繊維は、図１ｂに示
した繊維１ｂと同じ又は同様であり、シース４ｂは領域７で不透明かつ微多孔性であり、
コア６はシース４ａとは異なる。コア６は、微多孔性である必要はなく、シース４ａと異
なる色であってもよいし、同じ色の異なる色合いを有していてもよい。第２の領域１０９
にある繊維のシース４ｂのミクロボイドが以下に記載する方法を用いて潰されると、これ
らの繊維の部分のコア６は、繊維ウェブ内で見えるようになる。そのため、異なる色のコ
アの部分が暴露されているために、別の第２の領域１０９が少なくとも１つの第１の領域
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１０７とは異なる色を呈し得る。いくつかの実施形態では、第１の領域１０７は白であり
、コア６は、第２の領域１０９の下で容易に見えるように色付けされ得る。これらの実施
形態では、多孔率が低いシースルー領域を形成している複数の繊維の第２の部分が多成分
繊維の第１の成分のみに位置しているため、繊維構造の大部分（例えば厚み）を保持でき
る。
【００６７】
　いくつかの実施形態では、本開示による繊維ウェブは、第１の層及び第２の層を含む積
層体の第１の層であり、第２の層の一部は、複数の繊維の第２の部分を介して見える。図
６は、繊維ウェブが第１の層２０１である積層体２００の斜視図である。第１の層２０１
は第１の領域２０７を有し、この領域では、複数の繊維の第１の部分が不透明かつ微多孔
性である。第１の層２０１は第２の領域２０９も有し、この領域では、複数の繊維の第２
の領域が第１の部分よりも多孔率が低いシースルー領域を形成し、このシースルー領域は
、図示した実施形態では多孔率が低いシースルー領域のパターンである。積層体２００の
第２の層２０２は、複数の繊維の第２の部分を通して見えている。積層体２００の第２の
層２０２は、第２の領域２０９内で視認可能な対照的な色（例えば異なる色又は同じ色の
異なる色合い）であってよい。積層体２００のいくつかの実施形態では、第１の層２０１
にある複数の繊維は、図３に示した繊維５０と同じ又は同様である。第２の領域２０９に
ある繊維のミクロボイドが以下に記載する方法を用いて潰れさると、積層体の第２の層２
０２が見えるようになり得る。いくつかの実施形態では、第１の領域２０７は白であり、
色の付いた第２の層は、第２の領域２０９の下で容易に見ることができる。
【００６８】
　図６に表されたような多層構造は、様々な方法で作製することができ、第２の層２０２
又は他の層は、種々の材料から作製することができる。いくつかの実施形態では、第２の
層又は他の層は、織布ウェブ、不織布ウェブ（例えば、スパンボンドウェブ、スパンレー
スウェブ、エアレイドウェブ、メルトブローンウェブ及び結合カードウェブ）、テキスタ
イル、プラスチックフィルム（例えば、単層若しくは多層フィルム、共押出フィルム、側
方積層フィルム、若しくは、発泡体層を備えるフィルム）、及びこれらの組み合わせを備
えていてもよい。第２の層２０２又は他の層は、（例えば、印刷によって、かつ／又は顔
料若しくは染料の含有によって）１つ以上の色に着色されていてもよい。第２の層２０２
又は他の層は、金属化されていてもよい。これらのタイプの材料のいずれに対しても、第
１及び第２の層は、押出積層、接着剤（例えば、感圧接着剤）、又は他の結合方法（例え
ば、超音波接合、熱結合、圧着、又は表面結合）によって接合することができる。
【００６９】
　第２の層２０２が熱可塑性フィルムである場合、ポリエチレン及びポリプロピレンなど
のポリオレフィンのホモポリマー、エチレン、プロピレン及び／又はブチレンのコポリマ
ー、エチレンビニルアセテート及びエチレンアクリル酸などのエチレンを含有するコポリ
マー、ポリ（エチレンテレフタレート）、ポリエチレンブチレート及びポリエチレンナフ
タレートなどのポリエステル、ポリ（ヘキサメチレンアジパミド）などのポリアミド、ポ
リウレタン、ポリカーボネート、ポリ（ビニルアルコール）、ポリエーテルエーテルケト
ンなどのケトン、ポリフェニレンスルフィド及びそれらの混合物を含む、様々な適切な熱
可塑性プラスチック材料から作製され得る。いくつかの実施形態では、熱可塑性フィルム
は、顔料又は染料などの着色剤を含む。
【００７０】
　いくつかの実施形態では、本開示による繊維ウェブは、熱可塑性フィルムに接合し、繊
維ウェブと熱可塑性フィルムとを接合することは、加熱したガス状の流体（例えば周囲空
気、除湿空気、窒素、不活性ガス、又はその他のガス混合物）を、繊維ウェブが動いてい
る間にその繊維ウェブの表面に当てることと、加熱した流体を、熱可塑性フィルムが動い
ている間にその熱可塑性フィルムの表面に当てることと、繊維ウェブの第１の表面が熱可
塑性フィルムに溶融接合する（例えば表面接合又はロフトを保持する接合剤を用いた結合
）ように、繊維ウェブの第１の表面を熱可塑性フィルムの表面と接触させることと、を含
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む。加熱したガス状流体を繊維ウェブの第１の表面上に衝突させること、及び加熱したガ
ス状流体を熱可塑性フィルム上に衝突させることは、連続的又は同時に行ってもよい。「
表面接合」という用語は、繊維性材料の接合を指すとき、繊維の少なくとも一部分の繊維
表面の部分が、表面が接合する領域において、熱可塑性フィルムの表面の元の（接合前の
）形状を実質的に保存し、曝露条件で熱可塑性フィルムの表面の少なくともいくつかの部
分を実質的に保存するような方法で、熱可塑性フィルムに溶融接合されることを意味する
。定量的には、表面結合された繊維は、表面結合された繊維の表面積の少なくとも約６５
％が、繊維の結合部分の熱可塑性フィルムの表面の上に見えるという点で、埋め込まれた
繊維と区別され得る。複数の角度からの検査は、繊維の表面積の全体を可視化するために
必須であり得る。「ロフト保持接合」という用語は、繊維性材料の接合を指すとき、接合
された繊維性材料が、接合プロセス前又は接合プロセスがない場合に材料によって呈され
るロフトの少なくとも８０％であるロフトを含むことを意味する。本明細書では、繊維材
料のロフトは、ウェブによって占有される全体積（繊維、並びに、繊維によって占有され
ない材料の間隙を含む）と繊維の材料のみによって占有される体積との比である。繊維性
ウェブの一部分のみが、そこに接合される熱可塑性フィルムの表面を有する場合、保持さ
れたロフトは、接合領域の繊維性ウェブのロフトを、非接合領域のウェブのロフトと比較
することによって容易に確認することができる。場合によっては、例えば、繊維性ウェブ
の全体がそこに接合される熱可塑性フィルムの表面を有する場合、接合されたウェブのロ
フトを、接合される前の同一ウェブのサンプルのロフトと比較することが便利な場合があ
る。望まない限りは、接合領域にシースルー領域を形成しないように高温空気を制限でき
る。加熱ガス状流体を使用して連続ウェブを繊維状支持ウェブと接合するための方法及び
装置は、米国特許出願公開第２０１１－０１５１１７１号（Ｂｉｅｇｌｅｒら）及び同第
２０１１－０１４７４７５号（Ｂｉｅｇｌｅｒら）に見出すことができる。
【００７１】
　図６を再び参照すると、この図では、繊維ウェブは、第１の層２０１及び第２の層２０
２を備える積層体２００のうちの第１の層２０１であり、第２の層２０２の一部が第２の
領域２０９を通して見えていて、繊維の第２の部分は、多孔率が低い少なくとも１つのシ
ースルー領域を形成し、第２の層２０２は、サイドバイサイド共押出フィルムであってよ
い。サイドバイサイド共押出されたフィルムは、多数の有用な方法で作製することができ
る。例えば、米国特許第４，４３５，１４１号（Ｗｅｉｓｎｅｒら）には、フィルムの横
断方向に交互のセグメントを有する多成分フィルムを作製するためのダイ・バーの付いた
ダイが記載されている。米国特許第６，６６９，８８７号（Ｈｉｌｓｔｏｎら）に記載さ
れているような、連続した外被スキン層をサイドバイサイド共押出フィルムの片面又は両
面に共押出することを更に含む同様の方法が有用な場合もある。サイドバイサイド共押出
を実現するために多数のダイを必要とするアプローチと対照的に、分配プレート付きの単
一のマニホールドダイを使用して隣り合うレーンへの異なるポリマー組成物の流れの管理
を実行することもできる。ダイ及び分配プレートに関するその他の詳細は、例えば、米国
特許出願公開第２０１２／０３０８７５５号（Ｇｏｒｍａｎら）に見ることができる。サ
イドバイサイド共押出フィルムは、例えば、国際特許出願公開ＷＯ２０１１／１１９３２
３（Ａｕｓｅｎら）及び米国特許出願公開第２０１４／００９３７１６号（Ｈａｎｓｃｈ
ｅｎら）に記載されているダイのような、複数のシムを備え、溶融ポリマーのための２つ
の空洞を有する他の押出ダイによって作製することもできる。サイドバイサイド共押出用
の押出ダイはまた、ウィスコンシン州チペワフォールズのＮｏｒｄｓｏｎ　Ｅｘｔｒｕｓ
ｉｏｎ　Ｄｉｅｓ　Ｉｎｄｕｓｔｒｉｅｓから利用可能である。サイドバイサイド共押出
フィルムは、異なるレーンにおいて異なる色や同じ色の異なる色合いを有することができ
、そのため、第２の領域２０９を介して複数の色を見ることができる。
【００７２】
　様々な用途では（例えば以下に更に詳細に記載するような個人用衛生物品では）、第２
の層２０２の１つ以上の区域が、力が加えられた際に少なくとも１方向に延伸し、力が取
り除かれた後にほぼその最初の寸法に戻る弾性的延伸性材料を１つ以上含むことが有用で
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あり得る。用語「弾性」は、延伸又は変形からの回復を呈する任意の材料を指す。同様に
、延伸又は変形からの回復を呈さない「非弾性」材料もまた、第２の層２０２に対して有
用であり得る。弾性フィルムを作製するのに有用であり得るエラストマー性ポリマー組成
物の例としては、ＡＢＡブロックコポリマー、ポリウレタンエラストマー、ポリオレフィ
ンエラストマー（例えば、メタロセンポリオレフィンエラストマー）、ポリアミドエラス
トマー、エチレンビニルアセテートエラストマー、及びポリエステルエラストマー等の熱
可塑性エラストマーが挙げられる。ＡＢＡブロックコポリマーエラストマーは、概して、
Ａブロックがポリスチレン系であり、かつＢブロックが共役ジエン（例えば、低級アルキ
レンジエン）であるエラストマーである。Ａブロックは、通常、主に置換（例えば、アル
キル化）若しくは非置換スチレン系部分（例えば、ポリスチレン、ポリ（αメチルスチレ
ン）、又はポリ（ｔ－ブチルスチレン））から形成され、１モル当たり約４，０００～５
０，０００グラムの平均分子量を有する。Ｂブロックは、通常、主に置換又は非置換であ
ってもよい共役ジエン（例えば、イソプレン、１，３－ブタジエン、又はエチレン－ブチ
レンモノマー）から形成され、１モル当たり約５，０００～５００，０００グラムの平均
分子量を有する。Ａブロック及びＢブロックは、例えば、線状、放射状、又は星形構成で
構成されてもよい。ＡＢＡブロックコポリマーは、複数のＡブロック及び／又はＢブロッ
クを含有してもよく、ブロックは同一の又は異なるモノマーから作製されてもよい。典型
的なブロックコポリマーは線状ＡＢＡブロックコポリマーであり、Ａブロックは、同一若
しくは異なっていてよく、又は主にＡブロックで終端する３つ以上のブロックを有するブ
ロックコポリマーであってもよい。マルチブロックコポリマーは、例えば、より粘着性の
あるエラストマーフィルムセグメントを形成する傾向がある、ある特定の割合のＡＢジブ
ロックコポリマーを含有してもよい。エラストマー特性が悪影響を受けないという条件で
、他のエラストマーをブロックコポリマーエラストマーとブレンドすることができる。多
くのタイプの熱可塑性エラストマーは、商業的に入手可能であり、ＢＡＳＦ製の商品名「
ＳＴＹＲＯＦＬＥＸ」、Ｓｈｅｌｌ　Ｃｈｅｍｉｃａｌｓ製の商品名「ＫＲＡＴＯＮ」、
Ｄｏｗ　Ｃｈｅｍｉｃａｌ製の商品名「ＰＥＬＬＥＴＨＡＮＥ］又は「ＥＮＧＡＧＥ」、
ＤＳＭ製の商品名「ＡＲＮＩＴＥＬ」、ＤｕＰｏｎｔ製の商品名「ＨＹＴＲＥＬ」等が挙
げられる。米国特許第６，６６９，８８７号（Ｈｉｌｓｔｏｎら）に記載されたテトラブ
ロックスチレン／エチレン－プロピレン／スチレン／エチレン－プロピレンを含む熱可塑
性エラストマーもまた有用であることがある。
【００７３】
　図６を再度参照すると、第２の層２０２は、複数層の熱可塑性フィルムであってよい。
いくつかの実施形態では、多層構造は、例えば、共押出によって作製された多層フィルム
である。少なくとも第１及び第２の層からなる多層フィルムは、適切なタイプの共押出ダ
イと、ブローフィルム押出又はキャストフィルム押出のような適切なフィルム作製方法を
使用して共押出することができる。いくつかの実施形態では、多層溶融流は、米国特許第
４，８３９，１３１号（Ｃｌｏｅｒｅｎ）に示されたもののような多層フィードブロック
によって形成することができる。共押出における最良の性能のため、各層のポリマー組成
物は、溶融粘度のような同様の特性を有するように選択することができる。共押出の技術
は、Ｐｒｏｇｅｌｈｏｆ，Ｒ．Ｃ．，ａｎｄ　Ｔｈｒｏｎｅ，Ｊ．Ｌ．，「Ｐｏｌｙｍｅ
ｒ　Ｅｎｇｉｎｅｅｒｉｎｇ　Ｐｒｉｎｃｉｐｌｅｓ」，Ｈａｎｓｅｒ／Ｇａｒｄｎｅｒ
　Ｐｕｂｌｉｃａｔｉｏｎｓ，Ｉｎｃ．，Ｃｉｎｃｉｎｎａｔｉ，Ｏｈｉｏ，１９９３を
含む多くのポリマー処理に関する参考文献で見られる。
【００７４】
　いくつかの実施形態では、第２の層２０２は、弾性ポリマー組成物よりも弾性が弱くて
よい２つのスキン層の間にある、（前述の）弾性ポリマー組成物の弾性層の複数層構造で
あってよい。第２の層２０２が複数層の積層体である他の実施形態では、フィルムは、１
つの弾性層及び１つの相対的に弾性が低いスキン層を備えている。
【００７５】
　第２の層２０２が少なくとも部分的に弾性延伸性であるいくつかの実施形態では、積層
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体２００は、徐々に大きく延伸されるか、そうでなければ機械的に活性化され積層体全体
に弾性をもたらす。このような積層体は、弾性であることが望ましい（後述する）個人用
衛生物品の成分（例えば伸縮性の耳部分）において有用であり得る。
【００７６】
　図５に示したもののような繊維ウェブは、弾性の不織積層体の不織部分として使用する
場合に、個人用衛生物品の弾性成分においても有用になり得る。
【００７７】
　図６に示したもののような本開示による複数層の積層体は、例えば、前述した方法のい
ずれかによって作製された２以上の繊維ウェブを有することがある。例えば、単一の第２
の層２０２は、この層の両方の表面に繊維ウェブ層２０１を有することができる。単一の
第２の層は、着色されていてもよい。他の実施形態では、複数の異なる色に着色された層
は、交互形式で複数の繊維ウェブとインターリーブされることがある。いくつかの実施形
態では、次いで、多孔率が低いシースルー領域が繊維ウェブ層のいくつかに作製され、１
つ以上のシースルー領域で異なった色を暴露する。
【００７８】
　本開示による繊維ウェブは、例えば個人用衛生物品の成分として有用であり得る。図７
は、本開示による個人用衛生物品の実施形態の斜視図である。個人用衛生物品は、本質的
に砂時計形状を有するおむつ３００である。おむつは、着用者の皮膚と接触する液体透過
性トップシート３６１と外側に向いた液体非透過性バックシート３６２との間に吸収性コ
ア３６３を含む。おむつ３００は、おむつ３００の２つの長手方向縁部３６４ａ、３６４
ｂに配置された２つの固定タブ３７０を有する後側腰区域３６５を有する。固定タブ３７
０は、おむつ後側腰領域３６５に固定された製造者端部３７０ａと、使用者端部３７０ｂ
とを有する。おむつ３００は、レッグカフを提供するために長手方向の側縁３６４ａ及び
３６４ｂの少なくとも一部分に沿った弾性素材３６９を含んでよい。おむつ３００を着用
者の身体に装着するとき、固定タブ３７０の使用者端部３７０ｂは、前側腰領域３６６の
バックシート３６２上に配置された繊維材料３７２を備える標的領域３６８に取り付ける
ことができる。個人用衛生物品（例えば、おむつ３００）の長手方向「Ｌ」は、物品が使
用者の前側から後側に延在する方向を指す。したがって、長手方向は、後側腰領域３６５
と前側腰領域３６６との間の個人用衛生物品の長さを指す。個人用衛生物品（例えば、お
むつ３００）の横方向は、物品が使用者の左側から右側に（或いは逆に）延在する方向（
即ち、図７の実施形態では、長手縁部３６４ａから長手縁部３６４ｂまで）を指す。
【００７９】
　図７の線７ａ－７ａで切断された固定タブ３７０の断面を図７ａに示す。固定タブ３７
０は、おむつ後側腰領域３６５に固定された製造者端部３７０ａと、固定部を含む使用者
端部３７０ｂとを有する。製造者端部３７０ａは、おむつ３００の製造中におむつ３００
に固着又は固定される固定タブ３７０の部分に対応する。使用者端部は、通常、おむつ３
００を着用者に装着するときに使用者によって把持され、通常、製造中におむつに固着さ
れない。固定タブ３７０は、通常、おむつ３００の長手方向の縁３６４ａ、３６４ｂより
先に延在している。
【００８０】
　図７ａに示した実施形態では、固定タブ３７０は、接着剤３７６を担持するテープ裏材
３７５を備える。接着剤３７６は、テープ裏材３７５に任意のメカニカルファスナ３７４
を接合し、おむつの後側腰領域３６５にテープ裏材３７５を接合する。図示した実施形態
では、露出した接着剤３７７が、メカニカルファスナ３７４とおむつの後側腰領域３６５
との間に存在してもよい。使用者端部３７０ｂがおむつの後側腰部領域３６５上に折り畳
まれている場合（例えば、固定タブ３７０に関して長手方向縁部３６４ｂで示したように
、おむつ３００の梱包及び輸送中に）、固定タブ３７０は、更に、接着剤３７７の露出部
分に接触するように剥離テープ３７９を備える。図７ａに示したように、剥離テープ３７
９は、その縁部の一方のみに沿ってテープ裏材３７５に取り付けられ（いくつかの実施形
態では、示したように直接取り付けられる）、個人衛生用品の製造中、反対側の端部は、
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おむつの後側腰部領域３６５に結合されたままとする。したがって、剥離テープ３７９は
、一般に、恒久的に固定タブ３７０に取り付けられて最終的には個人衛生用品に取り付け
られるものと当該技術分野において理解される。このように、剥離テープ３７９は、露出
した接着剤上に一時的に配置されて接着剤が使用されるときに廃棄される剥離ライナーと
は異なるものと理解される。いくつかの実施形態では、熱接着、超音波接合又はレーザ接
合が有用であり得るが、剥離テープ３７９は、接着剤３７６を使用してテープ裏材３７５
及びおむつの後側腰部領域３６５に結合されることができる。固定タブ３７０をおむつ３
００に取り付ける構成に応じて、剥離テープ３７９の他の構成もまた、可能である。固定
タブ３７０の使用者端部３７０ｂのテープ裏材３７５は、接着剤３７６及び任意のメカニ
カルファスナ３７４の範囲を越えてもよく、それにより指を乗せる部分が提供される。
【００８１】
　図７ａに示した開いた状態の構成では、テープ裏材３７５及び剥離テープ３７９の幾何
学的形状は、おむつの縁部３６５の周りに形成されるＹ字型の結合となり、これは大抵の
場合、業界ではＹ結合と呼ばれる。しかしながら、固定テープ上の剥離面の他の構成が可
能であり、固定テープは、メカニカルファスナを含んでも含まなくてもよい。例えば、固
定テープは、剥離コーティング（例えば、シリコン、フルオロケミカル又はカルバメート
コーティング）によってその第２の表面上が部分的にコーティングされていてもよく、接
着剤によってその第１の表面上が部分的にコーティングされていてもよい。固定タブは、
そのようなテープから切り取られ、その近位端部を介して、露出したその剥離面によって
、おむつの縁に取り付けることができる。タブの先端は、接着剤が剥離コーティングと接
触するようにループ状に折り畳まれていてよい。そのような構成は、米国特許第３，９３
０，５０２号明細書（Tritsch）に記載されている。別の例では、固定テープは、剥離コ
ーティングで部分的にコーティングされ、かつ同一面上に接着剤で部分的にコーティング
されてもよい。固定タブは、テープから切り取られ、その近位端部を介してその遠位端部
上の接着剤と共におむつの縁に取り付けられてもよく、タブの遠位端は、接着剤が剥離コ
ーティングに接触するようにそれ自体の上に折り返されてもよい。テープ裏材は、図７ａ
で７５に示したように連続片であってもよいし、或いは、伸縮性フィルムが望まれる場合
には、例えば、国際公開第２００４／０７５８０３号（Ｌｏｅｓｃｈｅｒら）に記載され
ているように、双方とも弾性フィルムに取り付けられた２片の裏材であってもよい。固定
タブの更に他の有用な構成は、米国特許出願公開第２００７／０２８６９７６号（Ｓｅｌ
ｅｎら）に記載されている。
【００８２】
　図７は、同じおむつ３００における本開示による繊維ウェブの様々な実施形態を図示し
ている。図７および図７ｂに示した固定タブ３７０の拡大図に例示したように、剥離テー
プ３７９は、繊維ウェブ内の複数の繊維の第１の部分が不透明かつ微多孔性である第１の
領域３２７と、複数の繊維の第２の部分がシースルー領域を形成する少なくとも１つの第
２の領域３２９とを有する繊維ウェブである。剥離テープ３７９は、剥離コーティング（
例えばシリコン、フッ素化合物、又はカルバメートコーティング）で少なくとも部分的に
コーティングされてよい。また、図示した実施形態では、テープ裏材３７５は、繊維ウェ
ブ内の複数の繊維の第１の部分が不透明かつ微多孔性である第１の領域３３７と、複数の
繊維の第２の部分が、多孔率が低いシースルー領域を形成する少なくとも１つの第２の領
域３３９とを有する繊維ウェブである。更に、標的領域３６８は、繊維ウェブ内の複数の
繊維の第１の部分が不透明かつ微多孔性である第１の領域３１７と、複数の繊維の第２の
部分が、多孔率が低いシースルー領域を形成する少なくとも１つの第２の領域３１９とを
有する繊維ウェブ３７２を含む。最後に、バックシート３６２は、繊維バックシート内の
複数の繊維の第１の部分が不透明かつ微多孔性である第１の領域３０７と、複数の繊維の
第２の部分が、多孔率が低いシースルー領域を形成する少なくとも１つの第２の領域３０
９とを含む。おむつ３００は、剥離テープ３７９、テープ裏材３７５、標的領域３６８、
及びバックシート３６２を備え、これらは全て繊維材料を含み、第１の領域３０７、３１
７、３２７、及び３３７は、不透明である複数の繊維の第１の部分を備え、第２の領域３
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０９、３１９、３２９、及び３３９は、多孔率が低いシースルー領域を形成する複数の繊
維の第２の部分を備えているが、これらのいずれか１つ又はこれらのうちの２つを任意に
組み合わせたものが本開示による個人用衛生物品中にあってよい。また、個人用衛生物品
の他の成分は、単独で、又は剥離テープ、テープ裏材、標的領域、又はバックシートのい
ずれかと任意の組み合わせで組み合わせたものは、本開示による繊維ウェブから形成され
得る。これらの他の成分の例として、トップシート、取り込み層／分配層、耳部、又はサ
イドパネルが挙げられ、これらは以下で更に詳細に記載する。
【００８３】
　図７、７ａ、７ｂに示した実施形態などのいくつかの実施形態では、繊維ウェブは、そ
の少なくとも一部に配設された接着層を有する。使用される接着剤は、感圧性接着剤（Ｐ
ＳＡ）及び非感圧性接着剤を含む任意の従来の接着剤とすることができる。ＰＳＡは、（
１）乾燥粘着性及び永久的粘着性、（２）指圧以下の圧力による接着力、（３）被着体を
保持する十分な能力、及び（４）被着体からきれいに取り外すのに十分な粘着強度を含む
特性を有することが、当業者には周知である。ＰＳＡとして良好に機能することが分かっ
ている材料は、必要な粘弾特性を呈して、粘着、剥離接着、及びせん断保持力の所望のバ
ランスをもたらすように設計及び配合されたポリマーである。適切な感圧性接着剤として
、アクリル樹脂及び天然又は合成ゴム系接着剤を挙げることができ、ホットメルト感圧性
接着剤であってもよい。例示的なゴム系接着剤としては、必要に応じてスチレンイソプレ
ン及びスチレンブタジエンなどのブロック成分を含んでいてもよいスチレン－イソプレン
－スチレン、スチレン－ブタジエン－スチレン、スチレン－エチレン／ブチレン－スチレ
ン及びスチレン－エチレン／プロピレン－スチレンが挙げられる。接着剤は、ホットメル
ト、溶媒又はエマルジョン技術を用いて塗布することができる。図７、７ａ、７ｂでは、
接着剤３７６は、一般に、個人的衛生物品の外表面にテープ裏材３７５を恒久的に取り付
けるのに十分であり、かつ、いくつかの実施形態では、テープ裏材３７５にメカニカルフ
ァスナ３７４を恒久的に取り付けるのに十分である剥離強度を有する接着剤から構成され
る。図７、７ａ、７ｂに示した実施形態などのいくつかの実施形態では、繊維ウェブは、
その少なくとも一部に接合されたメカニカルファスナ（例えばフックストリップ）を有す
る。
【００８４】
　図７及び７ｂでは、剥離テープ３７９、テープ裏材３７５、標的領域３６８、及びバッ
クシートは、多孔率が低いシースルー領域のパターンに含まれている第２の領域３０９、
３１９、３２９及び３３９を含んでいるが、これは必須ではない。必ずしも繰り返しのパ
ターンを形成してはいない第１の領域内には、多孔率が低いシースルー領域が２つ以上あ
ってもよい。例えば、英字の形をした複数のシースルー領域は、単語を形成するために一
緒に使用することができる。第２の領域３０９、３１９、３２９及び３３９は、いくつか
の実施形態では、数字、絵、記号、幾何学的形状、英字、バーコード、又はこれらを任意
に組み合わせた形をしている、多孔率が低い複数のシースルー領域であり得る。これらの
数字、絵、記号、幾何学的形状、英字、又はこれらの組み合わせのうちいずれかは、必要
に応じて、会社名、ロゴ、ブランド名、又はトレードマーク絵の一部でもよい。
【００８５】
　本開示による個人用衛生物品の別の実施形態は、図８、８ａ又は８ｂに示しており、図
は、幼児用おしめ又は成人用失禁用品でもよいパンツ型若しくはショーツ型の失禁用品４
００を示している。このようなパンツ型失禁用品の使用後、失禁用品は、通常、脚を通し
て脱がさなくても済むように、巻き上げる前にこれの継ぎ目４０３の少なくとも一方に沿
って引き裂かれる。物品４００は廃棄テープ４０２を備え、このテープは、図８ｂに示し
たように、使用済み（汚れた）失禁用品が継ぎ目４０３に沿って引き裂かれた後に巻き上
げられた形態で保持するために使用される。種々の廃棄テープ構造が有用であり得るが、
例示された実施形態では、廃棄テープ４０２は、切り込み４３６によって分離された２つ
の隣接する第１及び第２のテープタブ要素４０４、４０６を含む。第１及び第２のテープ
タブ要素４０４、４０６の各々は、塑性変形可能なフィルム４０５に接着して取り付けさ
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れ、これは図８ｂに見ることができる。この廃棄テープ構造に関するより一層の詳細は、
国際特許出願公開番号ＷＯ　２００７／０３２９６５（Ｄａｈｍら）に見ることができる
。図示した実施形態では、テープタブ要素４０４、４０６はそれぞれ、繊維ウェブのタブ
を備えている。各繊維ウェブのタブは、繊維ウェブ内の複数の繊維の第１の部分が不透明
かつ微多孔性である第１の領域４０７と、複数の繊維の第２の部分が、多孔率が低いシー
スルー領域を形成する少なくとも１つの第２の領域４０９とを有する。少なくとも１つの
第２の領域４０９は、図示した実施形態では英字の形になっている。しかしながら、前述
のとおり、シースルー領域は、数字、絵、記号、幾何学的形状、英字、バーコード、又は
これらのいずれかの組み合わせの形をしている可能性がある。これらの数字、絵、記号、
幾何学的形状、英字、又はこれらの組み合わせのうちいずれかは、必要に応じて、会社名
、ロゴ、ブランド名、又はトレードマーク絵の一部でもよい。
【００８６】
　前述し後述する個人用衛生物品の部分のいずれかの実施形態に関し、繊維ウェブは、図
５の実施形態に示したような１層構造であってもよいし、図６に示したような２層の積層
体であってもよい。
【００８７】
　本開示による個人用衛生物品では、複数の繊維の第２の部分が多孔率が低いシースルー
領域を形成している少なくとも１つの第２の領域と、複数の繊維の第１の部分が不透明か
つ微多孔性である第１の領域との相対面積は、異なる実施形態では異なっていてよい。少
なくとも１つの第２の領域は、バックシート、トップシート、剥離テープ、固定タブ裏材
、ループテープ、定着領域面積、捕捉層、廃棄テープ、サイドパネル又は耳部の所定の面
積の少なくとも５、１０、２０、２５、５０、７５又は９０パーセントを占めることがで
きる。ある種のパターン（例えば、菱形若しくは他の幾何学的形状のパターン）について
は、第１の領域は、第２のシースルー領域を分離するストランドとして現れることがある
。他のパターンに関して、第２の領域は、連続的な不透明のバックグラウンド上により幅
広く分離されて現れてしてもよい。
【００８８】
　図７、７ａ、７ｂ、８、８ａ、及び８ｂに関連して前述した構成部品のような個人用衛
生物品の様々な構成部品は、種々の適当な材料から作製され、種々の方法で一体に組み合
わせることができる。織布ウェブ、編物ウェブ、及び不織布ウェブ（例えばスパンボンド
ウェブ、スパンレースウェブ、エアレイドウェブ、メルトブローンウェブ、及び結合カー
ドウェブ）であってよい本開示による繊維ウェブの他にも、個人用衛生物品の様々な成分
に適した材料は、布地、プラスチックフィルム（例えば単一層又は複数層のフィルム、共
押出フィルム、横方向に積層したフィルム、又は発泡体層を含むフィルム）、及びそれら
の組み合わせを備えていてもよい。いくつかの実施形態では、本開示による繊維ウェブは
、少なくとも１つのメルトブローン不織布の層と少なくとも１つのスパンボンド不織布の
層を含む、又は他の不織布材料の任意の適切な組み合わせを含む、複数層を有する不織布
材料の１以上の層として有用であり得る。例えば、スパンボンド－メルトボンド－スパン
ボンド、スパンボンド－スパンボンド、又はスパンボンド－スパンボンド－スパンボンド
多層材料が有用であり得る。不織布層及び高密度フィルム層の任意の組み合わせを備える
複合ウェブも有用であり得る。前述したように、異なる層が異なる色を有していてもよい
。本開示による繊維ウェブ（例えば図５又は６に示したもののようなもの）は、本開示に
よる繊維（例えば多成分繊維）を他の別の繊維と組み合わせて含んでいてよく、別の繊維
とは、天然繊維（例えば木、レーヨン、又は綿の繊維）、その他の合成繊維（例えばポリ
エチレン、ポリプロピレン、ポリブチレン、エチレンコポリマー、プロピレンコポリマー
、ブチレンコポリマー、並びにこれらのポリマーのコポリマー及びブレンドに例示される
ものから作製された熱可塑性繊維）、ポリエステル、及びポリアミド）、又は天然繊維と
その他の合成繊維とを組み合わせたものであってよい。個人用衛生物品の構成部品は、接
着、熱接合、超音波接合、レーザ接合、圧着、又は表面結合を含む種々の方法で組み合わ
せることができる。



(21) JP 6789818 B2 2020.11.25

10

20

30

40

50

【００８９】
　図７に示されたような本開示による個人用衛生物品において、トップシート３６１は、
通常、液体透過性であり、着用者の皮膚に接触するように設計され、外向きのバックシー
ト３６２は、通常、液体不透過性である。通常、トップシートとバックシートとの間には
、吸収性コア３６３が包み込まれている。本開示による吸収性物品において、様々な材料
がトップシート３６１、バックシート３６２、及び吸収性コア３６３に有用であり得る。
【００９０】
　トップシート３６１に有用な材料の例としては、開口部付きプラスチックフィルム、織
布、不織布、多孔質発泡体、及び網状発泡体が挙げられる。本開示による個人用衛生物品
のいくつかの実施形態では、トップシートの少なくとも一部が、繊維ウェブ内の複数の繊
維の第１の部分が不透明かつ微多孔性である第１の領域と、複数の繊維の第２の部分が多
孔率が低いシースルー領域を形成する少なくとも１つの第２の領域とを有する本開示によ
る繊維ウェブから作製される。これらの実施形態のいくつかでは、繊維ウェブは不織であ
る。繊維ウェブは、トップシートとして使用するのに所望のレベルの湿潤性及び親水性を
付与するために、界面活性剤で表面処理が施されてもよく、又は、別の方法で処理されて
もよい。
【００９１】
　バックシート３６２は、外側カバーと呼ばれることもあり、ユーザーから最も遠い層で
ある。バックシート３６２は、吸収性コアに格納された身体滲出液がおむつと接触する着
用者の衣類、寝具、又は他の材料を湿らす又は汚すのを防ぐように機能する。本開示によ
る個人用衛生物品のいくつかの実施形態では、バックシートの少なくとも一部が微多孔性
フィルムから作製される。このようなフィルムは、蒸気又はガス透過性であり、かつ、実
質的に液体不透過性であるという利点をもたらすことができる。いくつかの実施形態では
、少なくともバックシート３６２の部分は、他の熱可塑性フィルム（例えば、ポリ（エチ
レン）フィルム）を含んでいてもよい。熱可塑性フィルムは、より審美的に心地良い外観
を提供するために、エンボス加工及び／又はマット仕上げされていてもよい。本開示によ
る個人用衛生物品のいくつかの実施形態では、バックシートの少なくとも一部が、繊維ウ
ェブ内の複数の繊維の第１の部分が不透明かつ微多孔性である第１の領域と、複数の繊維
の第２の部分が多孔率が低いシースルー領域を形成する少なくとも１つの第２の領域とを
有する本開示による繊維ウェブから作製される。繊維ウェブは、例えば、熱可塑性フィル
ムに積層されるか、熱可塑性フィルムが存在しない場合でも所望の液体不透過性レベルを
与えるように構成又は処理された織布若しくは不織布であってよい。いくつかの実施形態
では、バックシート３６２の少なくとも一部は、本開示による不織繊維ウェブであり、こ
の繊維ウェブは、着色した熱可塑性フィルム又は着色した不織布層（例えば図６に関して
記載した構造）に積層されていてもよい。
【００９２】
　適当な吸収性コア３６３としては、液体（例えば、水性液体）を吸収し、かつ保持する
ことができる天然、合成、又は変性天然ポリマーが挙げられる。このようなポリマーは、
これらのポリマーを不水溶性であるが、膨潤性にするために、（例えば、物理的絡み合い
、結晶性ドメイン、共有結合、イオン錯体及びイオン会合、水素結合のような親水性会合
、並びに、疎水性会合、又はファンデルワース力によって）架橋されていてもよい。この
ような吸収性材料は、通常、液体を急速に吸収して保持し、通常は放出しないように設計
されている。本明細書に開示された吸収性物品において有用である適当な吸収性材料の例
としては、木材パルプ又は他のセルロース系材料、及び、超吸収性ポリマー（ＳＡＰ）が
挙げられる。
【００９３】
　本開示による個人用衛生物品のいくつかは、流入する侵襲物を素早く受容し、液体を吸
収するか、保持するか、通すか、あるいは管理して液体が物品の外部に漏れないようにす
るために有用であり得る捕捉層を含む。捕捉層は、例えば、捕捉／分配層（ＡＤＬ）、サ
ージ（ｓｕｒｇｅ）層、摂取層、移動層、又は移送層とも呼ばれることがある。捕捉層は
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一般に、例えば幼児に関して約５～２０ｍＬ／秒の侵襲物の体積流量において、約６０～
１００ミリリットル（ｍＬ）の流入する侵襲物を処理することができる。捕捉層は、通常
、使用者の皮膚の反対側にある表面にあるトップシートの下にある。様々な織布ウェブ及
び不織布ウェブと発泡体を捕捉層を構築するために使用することができる。捕捉層は、実
質的に疎水性材料で構成されることがあり、この疎水性材料は、場合によっては、界面活
性剤で処理されるか、あるいは他の処理が施されて、望ましいレベルの湿潤性及び親水性
が与えられていてもよい。本開示による個人用衛生物品のいくつかの実施形態では、捕捉
層は、繊維ウェブ内の複数の繊維の第１の部分が不透明かつ微多孔性である第１の領域と
、複数の繊維の第２の部分が多孔率が低いシースルー領域を形成する少なくとも１つの第
２の領域とを有する本開示による繊維ウェブから作製される。これらの実施形態では、繊
維ウェブは、図５に示したものと同様の織布ウェブ又は不織布ウェブ（いくつかの実施形
態では、不織布）であってよい。
【００９４】
　いくつかの実施形態では、本開示による繊維ウェブは、（例えば、約０．０５～０．５
重量％の量の）界面活性剤で表面処理され得る。前述のとおり、界面活性剤処理は、繊維
ウェブがトップシート又は捕捉／分配層として使用される場合は有用であり得る。界面活
性剤は、何らかの従来の手段（例えば、噴霧、印刷、浸漬、又は刷毛塗り）によって本開
示による繊維ウェブに塗布することができる。
【００９５】
　いくつかの実施形態では、繊維ウェブ内の複数の繊維の第１の部分が不透明かつ微多孔
性である第１の領域と、複数の繊維の第２の部分が多孔率が低いシースルー領域を形成す
る少なくとも１つの第２の領域とを有する、本開示による繊維ウェブの繊維の少なくとも
一部は、ループを形成する。したがって、繊維ウェブは、例えば個人用衛生物品中のメス
型の機械的固定要素として有用であり得るもので、標的領域又は定着領域であってよい。
ループは、織り、編み、経編、緯糸挿入編、丸編み又は不織構造を作製するための方法な
どのいくつかの方法のいずれかによって繊維ウェブ内に形成されてよい。いくつかの実施
形態では、ループは不織布ウェブ又は編物ウェブに含まれる。図７を再び参照すると、オ
ス型のメカニカルファスナを受け入れるのに適した繊維材料３７２を提供するために標的
領域３６８に好適に適用することができるループテープの例が、例えば、米国特許第５，
３８９，４１６号明細書（Ｍｏｄｙら）及び同第５，２５６，２３１号明細書（Ｇｏｒｍ
ａｎら）及び欧州特許第０，３４１，９９３号明細書（Ｇｏｒｍａｎら）に開示されてい
る。米国特許第５，２５６，２３１号（Ｇｏｒｍａｎら）に記載されているように、いく
つかの実施形態によるループ状材料の繊維層は、熱可塑性フィルム裏材上の離間した固定
部から同一方向に突出する弓形部を備えていてもよい。繊維ループ材料のいずれも、熱可
塑性フィルム裏材に対して、押出結合、接着剤結合及び／又は音波結合することができる
。他の実施形態では、バックシート３６２は、オス型固定要素のストリップを備えるテー
プタブ３７０の使用者端部３７０ｂと相互作用することができる織布又は不織布繊維層を
備える。このようなバックシート３６２の例は、例えば、米国特許第６，１９０，７５８
号（Ｓｔｏｐｐｅｒ）及び同第６，０７５，１７９号（ＭｃＣｏｒｍａｃｋら）に開示さ
れている。
【００９６】
　本開示による個人用衛生物品（例えば、失禁用品及びおむつ）は、矩形状、文字Ｉのよ
うな形状、文字Ｔのような形状、又は砂時計形状のような何らかの望ましい形状を有し得
る。個人用衛生物品は、各長手縁部に沿って固定タブ３７０が付いているパンツ型おむつ
、又は、再固定可能なパンツ型おむつでもよい。図７に示された実施形態を含むいくつか
の実施形態では、トップシート３６１及びバックシート３６２は、互いに結合され、第１
及び第２の長手方向の対向する縁部３６４ａ及び３６４ｂに達するまでシャーシを一体的
に形成する。いくつかの実施形態では、トップシート３６１又はバックシート３６２の一
方だけが第１及び第２の長手方向の対向する縁部３６４ａ及び３６４ｂまで延在する。他
の実施形態では、シャーシは、例えば、耳部を形成するために、吸収性物品の製造中に、
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少なくともトップシート３６１とバックシート３６２と吸収性コア３６３のサンドイッチ
体に取り付けられた別個のサイドパネルを含む可能性がある。サイドパネルは、トップシ
ート３６１又はバックシート３６２と同じ材料で作ることもできるし、異なる材料（例え
ば、本開示による繊維ウェブであってもよい別の不織布）で作ることもできる。これらの
実施形態では、サイドパネルは、シャーシの一部も形成する。同様に、吸収性物品は、図
７に示された大きな標的領域３６８に代えて、ループ材料の２つの標的領域をバックシー
トの長手縁部に沿って有していてもよい。
【００９７】
　本開示による個人用衛生物品は、生理用ナプキンを更に含む。生理用ナプキンは、通常
、着用者の下着に隣接して取り付けられることが意図されているバックシートを含む。接
着剤又はメカニカルファスナがバックシートに設けられ、生理用ナプキンを着用者の下着
に装着する。生理用ナプキンは、通常、トップシート及び吸収性コアも更に含み、捕捉層
も含むことがある。バックシート、トップシート、捕捉層、及び吸収性コアは、おむつ又
は失禁用品におけるこれらの構成部品のため前述された材料のうちいずれかで作ることが
できる。生理用ナプキンは、砂時計、鍵穴、又は通常は矩形状のような何らかの望ましい
形状を有することがある。トップシート及び／又はバックシートは、着用者の下着の反対
側に巻き付くように意図されているフラップを含むこともある。生理用ナプキンのバック
シート、トップシート、捕捉部、又はその他の成分のうちの少なくとも１つは、繊維ウェ
ブ内の複数の繊維の第１の部分が不透明かつ微多孔性である第１の領域と、複数の繊維の
第２の部分が多孔率が低いシースルー領域を形成する少なくとも１つの第２の領域とを有
する、本開示による繊維ウェブを含む。多孔率が低いシースルー領域、又は、いくつかの
実施形態における多孔率が低いシースルー領域のパターンは、数字、絵、記号、幾何学的
形状、英字、バーコード、又はこれらのいずれかの組み合わせの形をしていてもよい。こ
れらの数字、絵、記号、幾何学的形状、英字、バーコード、又はこれらの組み合わせのう
ちいずれかは、所望により、会社名、ロゴ、ブランド名、又はトレードマーク絵の一部で
もよい。
【００９８】
　本開示による繊維ウェブにおいて、少なくとも１つの第２の領域を占めている個々のシ
ースルー領域の面積のサイズは、いずれも少なくとも０．３ｍｍ２、０．４ｍｍ２、０．
５ｍｍ２又は０．７ｍｍ２であってよい。通常、第１の領域と、少なくとも１つの第２の
領域を占めているシースルー領域の下にある見えているコア又は層との間の色コントラス
トが比較的大きい場合、より小さい個別のシースルー領域（例えば、０．３ｍｍ２から０
．６ｍｍ２）は、容易に肉眼で確認できることがある。しかしながら、第１の領域と、少
なくとも１つの第２の領域を占めているシースルー領域の下にある見えているコア又は層
との間の色コントラストが比較的小さい場合、より大きい（例えば０．６ｍｍ２よりも大
きい）個別のシースルー領域を有することが望ましいことがある。また、坪量が比較的大
きい（例えば１２ｇｓｍ超、又は１５ｇｓｍ超）繊維ウェブの場合、より小さい個別のシ
ースルー領域（例えば０．３ｍｍ２～０．６ｍｍ２）でも容易に肉眼で確認できることが
あるが、坪量が比較的少ない（例えば１５ｇｓｍ未満、又は１２ｇｓｍ未満）場合、わず
かに大きい（例えば０．６ｍｍ２超）個別のシースルー領域を有することが望ましいこと
がある。
【００９９】
　いくつかの実施形態では、微多孔性を形成するため又は高めるために本開示による繊維
を延伸することは、繊維又は繊維の第１の成分の不透明度を少なくとも１０、１５、２０
、２５、又は３０パーセント上昇させる。不透明度の上昇は、例えば、最大１００、９０
、８５、８０、７５、７０、６５、６０、５５、又は５０％であってよい。最初の不透明
度は、例えば繊維又は繊維の第１の成分の厚み、組成、及び充填材又は希釈剤の有無に影
響される。延伸することにより、通常厚みが薄くなり、それによって通常、不透明度が低
下する。しかしながら、応力白化及び微多孔形成は、不透明度の増加を引き起こす。本開
示の目的のため、不透明度は、黒色背景及び白色背景それぞれに対して別個に測定された
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「Ｌ」値により分光光度計を用いて測定され得る。不透明度は、（黒色背景に対して測定
されたＬ／白色背景に対して測定されたＬ）×１００として計算される。「Ｌ」値は、Ｉ
ｎｔｅｒｎａｔｉｏｎａｌ　Ｃｏｍｍｉｓｓｉｏｎ　ｏｎ　Ｉｌｌｕｍｉｎａｔｉｏｎに
よって確立されたＣＩＥＬＡＢ色空間スケールにおける３種の標準パラメータのうちの１
つである。「Ｌ」は、０（黒）～１００（最大強度）までの範囲の輝度値である。延伸に
よる不透明度のパーセント変化は、［（延伸後の不透明度－延伸前の不透明度）／延伸前
の不透明度］×１００、により計算する。
【０１００】
　いくつかの実施形態では、微多孔性を形成するため又は高めるための本開示による繊維
の延伸は、繊維又は繊維の第１の成分のグレースケールの値を少なくとも２０パーセント
低下させる。いくつかの実施形態では、延伸は、少なくとも２５、３０、４０、５０パー
セントのグレースケール値の低下をもたらす。グレースケール値の低下は、例えば、最高
９０、８５、８０、７５、７０、６５、又は６０％であってもよい。本開示のために、グ
レースケール値は、ＣＭＯＳ（相補型金属酸化膜半導体）イメージセンサ及びＩＭＰＡＣ
Ｔ　Ｓｏｆｔｗａｒｅ　Ｓｕｉｔｅを装備するＩＭＰＡＣＴ　Ａ２０デジタルカメラ（Ｐ
ＰＴ　Ｖｉｓｉｏｎ，Ｂｌｏｏｍｉｎｇｔｏｎ，ＭＮ）を用いて透過モードで測定されて
いる。繊維の延伸により、通常フィルムの厚みが薄くなり、それによって通常、透過モー
ドで測定されるグレースケール値が増加する。しかしながら、応力白化及び微多孔形成は
、透過モードのグレースケール値の低下を引き起こす。繊維の延伸によって生じるグレー
スケール値の変化率は、［（延伸後のグレースケール値－延伸前のグレースケール値）／
延伸前のグレースケール値］×１００によって計算される。いくつかの実施形態では、微
多孔性繊維又はその繊維の第１の成分は、グレースケール値が最大４０（いくつかの実施
形態では、最大３５、３０、２５、２０又は１５）である。本明細書に開示した微多孔性
繊維に関するグレースケール値は、二酸化チタンなどの従来の量のＩＲ遮断剤を組み込ん
だこと以外は同様の組成のポリオレフィンフィルムで達成される値と同等又はそれ以上で
あってよい。
【０１０１】
　微多孔性繊維の不透明度及びグレースケール測定値は、その繊維の光透過能力と関係が
ある。本明細書で使用するとき、用語「光」は、人が裸眼で見える見えないにかかわらず
、電磁波を指す。紫外線は、約２５０ナノメートル（ｎｍ）～３８０ｎｍまでの範囲の波
長を有する光である。可視光は、３８０ナノメートル（ｎｍ）～７００ｎｍまでの範囲の
波長を有する光である。赤外線は、約７００ｎｍ～３００マイクロメートルまでの範囲の
波長を有する。本開示を実施するため有用である微多孔性繊維が延伸された後、その微多
孔性繊維の、紫外線、可視光及び赤外線の透過率は低下し得る。延伸された繊維のミクロ
孔は、紫外、可視及び赤外範囲の光を散乱させる傾向がある。
【０１０２】
　前述のとおり、熱、圧力、又はこれらの組み合わせは、シースルー領域を設けるため有
用であり得る。いくつかの実施形態では、多孔率が低い少なくとも１つのシースルー領域
は、微多孔性繊維内の熱可塑性物質の融点まで加熱されている。半結晶性ポリマーの場合
、加熱は、結晶領域を溶融する温度で実行できる。少なくとも１つのシースルー領域内で
微多孔性の繊維又は繊維ウェブを溶融することは、シースルー領域内の繊維の構造の永続
的な変化をもたらし、この変化は、この領域内における何らかの収縮が伴い得る。いくつ
かの実施形態では、ポリマーを柔らかくするために十分な熱を印加でき、孔を潰すために
圧力を利用できる。加熱は、少なくとも１つのシースルー領域の隆起したイメージを有す
る加圧若しくは加熱ニップで、圧力に熱が加わって微多孔性構造を潰すようにして実行す
ることができる。場合によっては、加圧のみで、微多孔性繊維又は繊維ウェブの微多孔性
構造に一時的な変化をもたらすことがある。静圧を使用するとき、この静圧は、隆起し加
熱されたイメージに晒されている側面に対向するフィルム側面上でゴム表面を使用するこ
とが有用である可能性がある。ゴム表面は、シースルー領域が作製されている間に、プレ
スの２つの硬表面が繊維又は繊維ウェブに孔を形成することを妨げることができる。ニッ
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プにおいて、圧力及びギャップは、プレスが繊維又は繊維ウェブに孔を形成することを妨
げるためにライン速度と共に調整され得る。
【０１０３】
　加熱は、熱風を用いて、又は、レーザのような有向放射線源を用いて実行することもで
きる。多種多様のレーザが有用であり得る。例えば、二酸化炭素レーザが有用であり得る
。紫外線レーザ及びダイオードレーザも有用であり得る。レーザに適した波長は、２００
ｎｍから１１，０００ｎｍの範囲内であり得る。レーザ波長及び材料の吸収特性は、材料
の加熱を生じるように整合する又はほぼ整合するように選択することができる。当業者に
とって、レーザに適した出力、材料上のビームサイズ、及び材料に渡るビーム移動速度は
、所望の加熱を実現するために調整することができる。このレーザと材料との整合は、例
えば、繊維ウェブが多層構造を有する層であるとき、有利である可能性がある。レーザに
よる加熱は、多層構造（例えば多層フィルム）を有する繊維ウェブの位置に調整され得る
。加熱は、材料のある面積が露出するよう表面に渡って放射線を向けることによりパター
ンで行うことも可能であるし、或いは、放射線は、適当なマスクの表面に向けて、パター
ンエリアが放射線に晒されるようにすることも可能である。繊維又は繊維ウェブは、加熱
のレベルを調整するためにレーザの焦点面の外側に位置していてもよい。
【０１０４】
　本開示による繊維ウェブ内の微多孔性領域は、微多孔性領域と、繊維の下にある成分又
は繊維ウェブの下にある層において異なる色又は異なる色の異なる色合いを暴露していて
もよい少なくとも１つのシースルー領域との間にコントラスト以外にも利点をもたらし得
る。光の透過を妨げる微多孔性繊維の能力（例えば、散乱による）は、基板に光を当てて
照射した基板のエリアから受ける光の量を検出することによる検査システムで検出するこ
とが可能である。例えば、個人用衛生物品の製造において、本明細書に記載した繊維ウェ
ブ又は物品の中に組み込まれた繊維ウェブの一部の有無若しくは位置は、紫外線、可視光
、及び／又は赤外線を遮断するその繊維ウェブの能力により検出することができる。紫外
線、可視光線、又は赤外線のうち少なくとも１つによる照射に対する、微多孔性部分を有
する繊維ウェブの応答が評価される。続いて、製造中に個人用衛生物品に照射することが
でき、照射された個人用衛生物品から受けた紫外線放射、可視光放射、又は赤外線放射の
うち少なくとも１つを検出して、あらかじめ定義された、微多孔性部分を有する繊維ウェ
ブの所定の反応について分析することができる。繊維ウェブの位置は、例えば、微多孔性
部分を有する繊維ウェブ及び他の成分の位置に対応するグレースケール値の所定の変動を
検出し得る画像分析器を用いて決定することができる。赤外線を散乱させる本明細書に開
示された微多孔性繊維又は繊維ウェブの能力によれば、微多孔性繊維又は繊維ウェブが複
合物品中の他の材料の層の間にあるときでも検出することが可能である。複合物品中の微
多孔性成分を検出する方法に関する更に多くの情報については、米国特許出願公開第２０
１３／０１４７０７６号（Ｃｈａｎｄｒａｓｅｋａｒａｎら）を参照のこと。
【０１０５】
　更に、微多孔性繊維は、非微多孔性の同等のものよりも密度が低い傾向がある。少なく
とも部分的に微多孔性繊維から作製された低密度の不織布は、厚みは同等だが密度が高い
不織布よりも手触りが柔らかく感じられる。不織布の密度は、従来の方法を用いて、例え
ばピクノメータ中のヘリウムを用いて、測定することができる。いくつかの実施形態では
、βスフェルライトを含有する繊維を延伸することで、密度が少なくとも３パーセント低
下する。いくつかの実施形態では、この延伸により、密度が少なくとも５又は７．５％低
下する。例えば、延伸により、密度が３～１５％又は５～１０％の範囲で低下する。繊維
の延伸によって生じる密度のパーセント変化は、［（延伸前の密度－延伸後の密度）／延
伸前の密度］×１００によって計算される。繊維ウェブの柔軟性は、例えば、ガーレー剛
性を用いて測定することができる。
【０１０６】
　本開示による繊維及び繊維ウェブは、前述した個人用衛生物品以外の用途に有用であり
得る。前述した用途の他にも、本開示による繊維ウェブは、例えば、医療用（例えば外科
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手術用）ドレープ及びガウン、テープ用の裏材（医療用途向けを含む）、ジオテキスタイ
ル用途（例えば浸食制御用の布地）、フィルタ、レスピレータ、遮音材、断熱材、クリー
ニングワイプ、散光器、研磨物品、医療用ラップ（例えば圧縮ラップ）、並びに創傷被覆
材及び包帯用の裏材に有用であり得る。本開示による繊維又は繊維ウェブは、例えばタン
パ検知器又は熱検知器としても有利になり得る。
【０１０７】
　いくつかの実施形態では、繊維ウェブは帯電される。例えばエレクトレット処理は、多
くの様々な技術（例えば米国特許第５，４０１，４４６号（Ｔｓａｉら）、同第４，２１
５，６８２号（Ｋｕｂｉｋら）、同第４，３７５，７１８号（Ｗａｄｓｗｏｒｔｈ）、同
第４，５９２，８１５号（Ｎａｋａｏ）及び同第４，８７４，６５９号（Ａｎｄｏ）に記
載されているものによって実行できる。
【０１０８】
　いくつかの実施形態では、繊維は遮断材（例えば音又は熱の遮断）である。例えば、繊
維は、米国特許第４，１１８，５３１号（Ｈａｕｓｅｒ）に記載されている微小繊維とけ
ん縮短繊維との混合物を含むことができる。これらの実施形態のいくつかでは、繊維ウェ
ブは、例えば、パッドの形態で、２つ以上の材料の層を含むことができる。
【０１０９】
　研磨物品の場合、本開示による繊維ウェブは、その繊維ウェブの上又は全体に分散した
研磨粒子を含んでいてよい。有用な研磨粒子は、事実上いかなる寸法の規則的若しくは不
規則な形状の粒を含んでいてよく、かつ、炭化ケイ素、酸化アルミニウム（例えば、酸化
アルミニウム系セラミック、熱処理された酸化アルミニウム、白色酸化アルミニウム）、
立方晶窒化ホウ素、セラミックビーズ若しくは粒類（商品名「ＣＵＢＩＴＲＯＮ」で３Ｍ
　Ｃｏｍｐａｎｙ（Ｓｔ．Ｐａｕｌ，Ｍｉｎｎ）から入手可能な研磨材など）、アルミナ
ジルコニア、ダイヤモンド、セリア（すなわち、酸化セリウム）、ガーネット、フリント
、シリカ、軽石、炭酸カルシウム、塑性体研磨粒子（例えば、ポリエステル、ポリ塩化ビ
ニル、メタクリレート、ポリカーボネート、メラミン、及びポリスチレンから作製）、粉
砕した植物材料（例えば、クルミ殻等の殻、及びアプリコット、桃、及びアボカド種等の
種）、並びにこれらの材料の１つ以上の混合物などの広範な種類の天然若しくは人工的な
研磨用鉱物粒子から選択され得る。研磨物品の最終的な用途により、どのような研磨粒子
が最も適しているかが決まる。
【０１１０】
　濾過用途の場合、本開示による繊維ウェブは、その繊維ウェブの上又は全体に分散した
活性炭粒子を含んでいてよい。その他の粒子も繊維ウェブと組み合わせて濾過用とに有用
となり得る。例えば、金属イオン交換ゼオライト吸着体、イオン交換樹脂、抗菌性剤、活
性アルミナ、及び粒子状濾過媒体（例えば砂）は、有用であり得る。
【０１１１】
本開示のいくつかの実施形態
　第１の実施形態では、本開示は、少なくとも第１の成分及び第２の成分を含む多成分繊
維であって、第１の成分の少なくとも一部は不透明かつ微多孔性であり、第２の成分は第
１の成分とは異なる、多成分繊維を提供する。
【０１１２】
　第２の実施形態では、本開示は、第１の成分が、不透明かつ微多孔性の部分よりも多孔
率が低いシースルー領域を更に含む、第１の実施形態に記載の多成分繊維を提供する。
【０１１３】
　第３の実施形態では、本開示は、第２の成分の少なくとも一部を、多孔率が低いシース
ルー領域を介して見ることができる、第１の実施形態に記載の多成分繊維を提供する。
【０１１４】
　第４の実施形態では、本開示は、少なくとも第１の成分及び第２の成分を含む多成分繊
維であって、第２の成分の少なくとも一部を第１の成分の少なくとも一部を介して見るこ
とができる、多成分繊維を提供する。
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【０１１５】
　第５の実施形態では、本開示は、多成分繊維がコア－シース繊維であり、シースは第１
の成分を含み、コアは第２の成分を含む、第１～第４の実施形態のいずれか１つに記載の
多成分繊維を提供する。
【０１１６】
　第６の実施形態では、本開示は、第１の成分と第２の成分とが異なる色、又は同じ色の
異なる色合いである、第１～第５の実施形態のいずれか１つに記載の多成分繊維を提供す
る。例えば、第１の成分は白で、第２の成分は白ではないようにできる。
【０１１７】
　第７の実施形態では、本開示は、不透明かつ微多孔性の領域と多孔率が低いシースルー
領域とを含む繊維を提供する。
【０１１８】
　第８の実施形態では、本開示は、繊維が中実である（換言すれば、中空ではない）、第
７の実施形態の繊維を提供する。
【０１１９】
　第９の実施形態では、本開示は、繊維はコア－シース繊維であり、シースは、不透明か
つ微多孔性の領域と多孔率が低いシースルー領域との両方を含む、第７又は第８の実施形
態の繊維を提供する。
【０１２０】
　第１０の実施形態では、本開示は、第１の成分又は繊維がβ核剤を含む、第１～第９の
実施形態のいずれか１つに記載の多成分繊維又は繊維を提供する。
【０１２１】
　第１１の実施形態では、本開示は、第１の成分又は繊維が充填材又は希釈剤の少なくと
も一方を含む、第１～第１０の実施形態のいずれか１つに記載の多成分繊維又は繊維を提
供する。
【０１２２】
　第１２の実施形態では、本開示は、第１の成分又は繊維が、プロピレンホモポリマー；
プロピレンと他のオレフィンとのコポリマー；又はポリプロピレンホモポリマーと異なる
ポリオレフィンとのブレンド、のうち少なくとも１つを含む、第１から第１１の実施形態
のいずれか１つに記載の多成分繊維又は繊維を提供する。
【０１２３】
　第１３の実施形態では、本開示は、不透明かつ微多孔性の領域が、閉鎖したセルの孔を
備えている、第１から第３及び第５～第１２の実施形態のいずれか１つに記載の多成分繊
維又は繊維を提供する。
【０１２４】
　第１４の実施形態では、本開示は、繊維が溶融紡糸によって作製される、第１～第１３
の実施形態のいずれか１つに記載の多成分繊維又は繊維を提供する。
【０１２５】
　第１５の実施形態では、本開示は、幅対厚みのアスペクト比が１．５：１～１：１であ
る、第１～第１４の実施形態のいずれか１つに記載の多成分繊維又は繊維を提供する。
【０１２６】
　第１６実施形態では、本開示は、第１～第１５の実施形態のいずれか１つに記載の複数
の繊維を含む繊維ウェブを提供する。
【０１２７】
　第１７の実施形態では、本開示は、複数の繊維を含む繊維ウェブであって、複数の繊維
の第１の部分が不透明かつ微多孔性である少なくとも１つの第１の領域と、複数の繊維の
第２の部分が、第１の部分よりも多孔率が低いシースルー領域を形成する少なくとも１つ
の第２の領域とを備える、繊維ウェブを提供する。
【０１２８】
　第１８の実施形態では、本開示は、複数の繊維が多成分繊維であり、該多成分繊維が、
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少なくとも１つの第１の領域及び少なくとも１つの第２の領域を含む第１の成分と第２の
成分とを含み、第２の成分の少なくとも一部を、第１の成分内の多孔率が低いシースルー
領域を介して見ることができる、第１７の実施形態の繊維ウェブを提供する。
【０１２９】
　第１９の実施形態では、本開示は、第１の成分及び第２の成分が異なる色、又は同じ色
の異なる色合いである、第１８の実施形態の繊維ウェブを提供する。例えば、第１の成分
は白で、第２の成分は白ではないようにできる。
【０１３０】
　第２０の実施形態では、本開示は、繊維ウェブが、第１の層及び第２の層を含む積層体
の第１の層であり、第２の層の一部は、複数の繊維の第２の部分を介して見える、第１７
又は第１８の実施形態の繊維ウェブを提供する。
【０１３１】
　第２１の実施形態では、本開示は、第１の層及び第２の層が異なる色、又は同じ色の異
なる色合いを有する、第２０の実施形態の繊維ウェブを提供する。
【０１３２】
　第２２の実施形態では、本開示は、第１の層の第１の部分が白で、第２の層が白ではな
い、第２１の実施形態の繊維ウェブを提供する。
【０１３３】
　第２３の実施形態では、本開示は、少なくとも１つの第１の領域がβ核剤を含む、第１
６～第２２の実施形態のいずれか１つに記載の繊維ウェブを提供する。
【０１３４】
　第２４の実施形態では、本開示は、少なくとも１つの第１の領域が充填材又は希釈剤の
少なくとも一方を含む、第１６～第２３の実施形態のいずれか１つに記載の繊維ウェブを
提供する。
【０１３５】
　第２５の実施形態では、本開示は、少なくとも１つの第１の領域が、プロピレンホモポ
リマー；プロピレンと他のオレフィンとのコポリマー；又はポリプロピレンホモポリマー
と異なるポリオレフィンとのブレンド、のうち少なくとも１つを含む、第１６～第２４の
実施形態のいずれか１つに記載の繊維ウェブを提供する。
【０１３６】
　第２６の実施形態では、本開示は、繊維ウェブの少なくとも一部に配置された剥離コー
ティングを有する、第１６～第２５の実施形態のいずれか１つに記載の繊維ウェブを提供
する。
【０１３７】
　第２７の実施形態では、本開示は、繊維ウェブの少なくとも一部に配置された接着層を
有する、第１６～第２６の実施形態のいずれか１つに記載の繊維ウェブを提供する。
【０１３８】
　第２８の実施形態では、本開示は、繊維ウェブの少なくとも一部に接合したメカニカル
ファスナを有する、第１６～第２７の実施形態のいずれか１つに記載の繊維ウェブを提供
する。
【０１３９】
　第２９の実施形態では、本開示は、複数の繊維の少なくとも一部がループを形成する、
第１６～第２８の実施形態のいずれか１つに記載の繊維ウェブを提供する。
【０１４０】
　第３０の実施形態では、本開示は、繊維ウェブが不織布ウェブである、第１６～第２９
の実施形態のいずれか１つに記載の繊維ウェブを提供する。
【０１４１】
　第３１の実施形態では、本開示は、不織布ウェブがスパンボンドウェブを含む、第３０
の実施形態の繊維ウェブを提供する。
【０１４２】
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　第３２の実施形態では、本開示は、不織布ウェブがメルトブローンウェブを含む、第３
０又は第３１の実施形態の繊維ウェブを提供する。
【０１４３】
　第３３の実施形態では、本開示は、多孔率が低いシースルー領域が、少なくとも１つの
第１の領域内にある多孔率が低いシースルー領域のパターンに含まれている、第１～第３
２の実施形態のいずれか１つに記載の多成分繊維、繊維、又は繊維ウェブを提供する。
【０１４４】
　第３４の実施形態では、本開示は、多孔率が低いシースルー領域が、数字、絵、記号、
幾何学的形状、アルファベット文字、バーコード又はそれらの組み合わせの形態である、
第１～第３３の実施形態のいずれか１つに記載の多成分繊維、繊維、又は繊維ウェブを提
供する。
【０１４５】
　第３５の実施形態では、本開示は、トップシート、バックシート、トップシートとバッ
クシートとの間にある吸収性成分を含むシャーシを備える個人用衛生物品であって、第１
６～第３４の実施形態のいずれか１つに記載の繊維ウェブを含む、個人用衛生物品を提供
する。
【０１４６】
　別の第３５の実施形態では、本開示は、トップシート、バックシート、トップシートと
バックシートとの間にある吸収性成分を含むシャーシを備える個人用衛生物品であって、
該個人用衛生物品が繊維を含み、該繊維の少なくとも一部が不透明かつ微多孔性である、
個人用衛生物品を提供する。
【０１４７】
　第３６の実施形態では、本開示は、おむつ又は失禁用品である、第３５の実施形態の個
人用衛生物品を提供する。
【０１４８】
　第３７の実施形態では、本開示は、生理用ナプキンである、第３５の実施形態の個人用
衛生物品を提供する。
【０１４９】
　第３８の実施形態では、本開示は、バックシートが繊維ウェブ又は繊維を含む、第３５
～第３７の実施形態のいずれか１つに記載の個人用衛生物品を提供する。
【０１５０】
　第３９の実施形態では、本開示は、トップシートが繊維ウェブ又は繊維を含む、第３５
～第３８の実施形態のいずれか１つに記載の個人用衛生物品を提供する。
【０１５１】
　第４０の実施形態では、本開示は、トップシートと吸収コアとの間、吸収コアとバック
シートの間、又は吸収コアの内部に捕捉層を更に備え、捕捉層が繊維ウェブ又は繊維を備
える、第３５～第３８の実施形態のいずれか１つに記載の個人用衛生物品を提供する。
【０１５２】
　第４１の実施形態では、本開示は、後側腰領域から対向する前側腰領域まで広がってい
る第１及び第２の対向する長手縁部、及び後側腰領域又は前側腰領域において第１又は第
２の長手縁部に沿って取り付けられた固定タブを更に備え、固定タブが繊維ウェブ又は繊
維を備える、第３５～第４０の実施形態のいずれか１つに記載の個人用衛生物品を提供す
る。
【０１５３】
　第４２の実施形態では、本開示は、後側腰領域から対向する前側腰領域まで広がってい
る第１及び第２の対向する長手縁部、及び後側腰領域又は前側腰領域において第１又は第
２の長手縁部に沿って取り付けられたサイドパネルを更に備え、サイドパネルが繊維ウェ
ブ又は繊維を備える、第３５～第４１の実施形態のいずれか１つに記載の個人用衛生物品
を提供する。
【０１５４】
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　第４３の実施形態では、本開示は、後側腰領域から対向する前側腰領域まで広がってい
る第１及び第２の対向する長手縁部、及び後側腰領域又は前側腰領域において第１又は第
２の長手縁部に沿って取り付けられた耳部を更に備え、耳部が繊維ウェブ又は繊維を備え
る、第３５～第４１の実施形態のいずれか１つに記載の個人用衛生物品を提供する。
【０１５５】
　第４４の実施形態では、本開示は、廃棄テープ又はループテープのうち少なくとも一方
を更に備え、廃棄テープ又はループテープのうち少なくとも一方が繊維ウェブ又は繊維を
備える、第３５～第４３の実施形態のいずれか１つに記載の個人用衛生物品を提供する。
【０１５６】
　第４５の実施形態では、本開示は、第１～第１５の実施形態のいずれか１つに記載の多
成分繊維を作製する方法を提供する。本方法は、第１の成分及び第２の成分を有する多成
分繊維を形成することを含む。第１の成分は、β核剤、希釈剤、又は造孔剤のうちの少な
くとも１つを含む。第２の成分は、第１の成分とは異なる。本方法は、繊維を延伸して少
なくとも第１の成分に多孔性をもたらすことを更に含む。
【０１５７】
　第４６の実施形態では、本開示は、第１～第１５の実施形態のいずれか１つに記載の繊
維を作製する方法であって、
　少なくとも一部が微多孔性である繊維を提供すること、及び
　繊維内の少なくともいくつかの孔を潰して少なくとも１つのシースルー領域を形成する
こと、を含む方法を提供する。
【０１５８】
　第４７の実施形態では、本開示は、繊維を提供することが、β核剤、充填剤又は希釈剤
のうちの少なくとも１つを含む繊維を延伸することを含む、第４６の実施形態に記載の方
法を提供する。
【０１５９】
　第４８の実施形態では、本開示は、繊維を提供することが、結晶性ポリマー及び希釈剤
を溶融混合し、ポリマーが結晶化して相が希釈剤から分離する温度まで冷却することを含
む、第４６又は４７の実施形態に記載の方法を提供する。
【０１６０】
　第４９の実施形態では、本開示は、繊維内のいくつかの孔を潰すことが、繊維を加熱し
て孔を潰し、多孔率が低い少なくとも１つのシースルー領域を形成することを含む、第４
６～第４８の実施形態のいずれかに記載の方法を提供する。
【０１６１】
　第５０の実施態様では、本開示は、繊維の加熱が、加熱したパターン付きローラを用い
て行われる、第４９の実施形態に記載の方法を提供する。
【０１６２】
　第５１の実施態様では、本開示は、繊維の加熱が熱風を用いて行われる、第４９の実施
形態に記載の方法を提供する。
【０１６３】
　第５２の実施態様では、本開示は、繊維の加熱がレーザを用いて行われる、第４９の実
施形態に記載の方法を提供する。
【０１６４】
　第５３の実施形態では、本開示は、第１６～第３４の実施形態のいずれか１つに記載の
繊維ウェブを作製する方法であって、
　少なくとも一部が微多孔性である繊維ウェブを提供すること、及び
　繊維ウェブ内の少なくともいくつかの孔を潰して少なくとも１つのシースルー領域を形
成すること、を含む方法を提供する。
【０１６５】
　第５４の実施形態では、本開示は、繊維ウェブ内のいくつかの孔を潰すことが、繊維を
加熱して孔を潰し、多孔率が低い少なくとも１つのシースルー領域を形成することを含む
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【０１６６】
　第５５の実施形態では、本開示は、繊維ウェブの加熱が、加熱されたパターン付きロー
ラを用いて行われる、第５４の実施形態に記載の方法を提供する。
【０１６７】
　第５６の実施形態では、本開示は、繊維ウェブの加熱が熱風を用いて行われる、第５４
の実施形態に記載の方法を提供する。
【０１６８】
　第５７の実施形態では、本開示は、繊維ウェブの加熱がレーザを用いて行われる、第５
４の実施形態に記載の方法を提供する。
【０１６９】
　第５８の実施形態では、本開示は、繊維ウェブが多層積層体内にある層であり、レーザ
を用いる加熱が多層積層体の内部にある繊維ウェブの位置に調整される、第５７の実施形
態に記載の方法を提供する。
【０１７０】
　第５５の実施形態では、本開示は、第３５～第４４の実施形態のいずれか１つに記載の
個人用衛生物品を作製する方法であって、第１６～第３４の実施形態のいずれか１つに記
載の繊維ウェブを個人用衛生物品に組み込むことを含む方法を提供する。
【０１７１】
　本開示をより完全に理解できるように、以下の実施例を記載する。これらの実施例は、
単に例示目的であり、いかなる方法でも本開示を制限するものとして構成されているもの
ではないということを理解されたい。
【実施例】
【０１７２】
材料
　フィルムグレードのポリプロピレン（ＰＰ）コポリマーである、ポリプロピレン耐衝撃
性コポリマーは、Ｔｏｔａｌ　Ｐｅｔｒｏｃｈｅｍｉｃａｌｓ、Ｈｏｕｓｔｏｎ、ＴＸか
ら商品名「Ｐｏｌｙｐｒｏｐｙｌｅｎｅ　５５７１」を入手した。ポリマーの密度は、Ａ
ＳＴＭ　Ｄ１５０５に従って測定したとき、０．９０５ｇ／ｃｃであると報告され、メル
トフローインデックス（ＭＦＩ）は、ＡＳＴＭ　Ｄ１２３８に従って測定したとき、７（
２３０℃及び２．１６ｋｇ）の負荷の下）であると報告された。β核剤マスターバッチは
、Ｍａｙｚｏ　Ｃｏｒｐｏｒａｔｉｏｎ，Ａｌｐｈａｒｅｔｔａ，ＧＡから商品名「ＭＰ
Ｍ　１１１４」を入手した。β核剤マスターバッチはペレット化されており、ポリプロピ
レンホモポリマー樹脂中に分散された高性能β核形成製剤を含有していた。青色のマスタ
ーバッチは、Ｃｌａｒｉａｎｔ　Ｃｏｒｐｏｒａｔｉｏｎ　Ｍａｓｔｅｒｂａｔｃｈｅｓ
　Ｄｉｖｉｓｉｏｎ，Ｍｉｎｎｅａｐｏｌｉｓ，ＭＮから、ＰＰ　３３：１　ＰＡＮ　２
９５Ｃダークブルーと記載されている商品名「ＰＰ５４６４３６９２」を入手した。
【０１７３】
（実施例１）
　参照により本明細書に援用する米国特許第４，４０６，８５０号（Ｈｉｌｌｓ）の実施
例１に概ね記載されているとおりに多成分繊維を調製したが、以下の点が異なる。（ａ）
ダイを表１に列挙した温度まで加熱した。（ｂ）押出ダイは、１インチ当たり１３個の孔
が一列に配列し、ダイは、横の長さが３３０．２ｍｍ（１３．０インチ）であった。（ｃ
）穴の直径は０．７９４ｍｍ（０．０３１インチ）であった。（ｄ）２つの流れの相対押
出速度をグラム／分／穴の単位で表１に記録している。（ｅ）繊維を表１に記録した距離
で下方に運搬し、圧縮空気によって空気急冷してコアに巻き付けた。（ｆ）紡糸速度を表
１に記録した速度になるようプルロールで調整した。
【０１７４】
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【表１】

【０１７５】
　コアは、およそ５００ミクロンの厚みで、９５％のポリプロピレン５５７１と５％のＰ
Ｐ５４６４３６９２で構成されていた。シースは、およそ６０ミクロンの厚みで、９７％
のポリプロピレン５５７１と３％のＭＰＭ　１１１４で構成されていた。コア材料は、溶
融して１インチの単軸押出機を用いて押し出し、シース材料は、溶融して３／４インチの
単軸スクリュー押出機を通して押し出した。繊維の個々のストランドを室温で冷却させ、
ナイロンの不織布ウェブの中に収集した。コアの青色は繊維のシースを介して見えていた
。
【０１７６】
　２０本の個々の繊維を長さ４インチに切断した。インストロン試験機（Ｉｎｓｔｒｏｎ
　１１２２型万能試験機、Ｉｎｓｔｒｏｎ　Ｅｎｇｉｎｅｅｒｉｎｇ　Ｃｏｒｐｏｒａｔ
ｉｏｎ，Ｃａｎｔｏｎ，ＭＡ）のジョー間のゲージ長さを３インチに設定した。繊維は１
５０％ひずみまで延伸した。１５０％ひずみに達した時点で、クロスヘッドの動きを止め
、繊維が緩むように一方のジョーを開いて繊維からの荷重を取り除いた。張力を取り除い
た後、繊維を荷重なしでジョーの間でぴんと張って維持した。延伸は室温で行った。
【０１７７】
　繊維を延伸するにつれて、繊維の青色は、シースに微多孔性が形成されたために消失し
、最終的に繊維は概ね白になった。全繊維が白になった時点で、ヘアドライヤを用いて熱
風を吹き付けたところ、繊維は再び青色になった。
【０１７８】
（実施例２）
　実施例１に記載した機材及び方法を用いて繊維を押出した。ダイから出てくる繊維を空
中で急冷し、その後、設定点８０℃の湯浴に通した。異なる速度で運転されている２つの
ロールの上に繊維を通して、繊維がフリースパン中でもとの長さの４倍に延伸するように
した。これによって繊維のシースは微多孔性になって、コアの青色が隠れた。次に、繊維
を共通のスプールで巻き上げた。
【０１７９】
　繊維を共通のスプールからほどき、スタッフィングボックス内でけん縮して繊維を起伏
形状にした。型番号ＣＬ－０５のけん縮機をＤＭ＆Ｅ　Ｃｏｒｐｏｒａｔｉｏｎ，Ｓｈｅ
ｌｂｙ，Ｎ．Ｃから入手した。スタッフィングボックス内でのけん縮に関する更に詳細な
情報は、例えば米国特許第５，２７６，０８３号（Ｋａｗａｕｃｈｉ）から得られる。次
に、けん縮した繊維を切断して長さ１インチ（２．５４ｃｍ）の短繊維を作製した。型番
号８３－３５１の切断機をＬｕｍｍｕｓ　Ｉｎｄｕｓｔｒｉｅｓ，Ｉｎｃ．，Ｃｏｌｕｍ
ｂｕｓ，Ｇｅｏｒｇｉａから入手した。短繊維を結合部に通して短繊維を分離及び整列さ
せ、次に短繊維をエアレイドしてマットを形成した。短繊維のエアレイドに関する追加情
報は、例えば米国特許第５，２９８，６９４号（Ｔｈｏｍｐｓｏｎ）で得られる。次に、
マットを高温の針でニードルパンチして交絡させ、これによって繊維ウェブを形成した。
パンチ点で暴露された繊維ウェブの部分は、コアの青色を呈していた。
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【０１８０】
（実施例３）
　実施例２の繊維ウェブは、印付の加熱したエンボスロールに通すことができる。エンボ
スロールが繊維ウェブと接触する場所では、青いコアの色が暴露された印が形成される。
【０１８１】
　この開示は、趣旨及び範囲から逸脱することなく様々な修正及び変更が可能である。し
たがって、本開示は、上記の実施形態に限定されないが、以下の特許請求の範囲に記載の
特定事項及び全てのその等価物によって管理される。本開示は、本明細書に具体的に開示
されていないいずれの要素を欠いても、好適に実施され得る。
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【図１ｂ】
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